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要 旨 

日本、中国、および韓国は、北東アジアに位置する隣国であり、男女別役割分業に関係す

る儒教的な考えを有し、職場での男女間格差が認められる点で共通している｡今後、アジア経

済や世界経済に果たす役割は増し、企業進出や就業者移動は増加すると考えられる。 

本稿の目的は、日中韓 3カ国の企業調査データを用いて「ジェンダー・ダイバーシティ経

営」（職場において男女という多様性を取り込むことにより成果につなげる企業経営）の実状

を比較して、他から学ぶべき点は学ぶことにより、特に日本における女性人材の活用と、経

済活性化に貢献することである。具体的には、1.企業業績と女性活用、2.女性雇用“量”、3.

昇進という女性雇用の“質”、4.ワークライフバランスと制度・慣行システム、のいずれも日

中韓比較、および 5.韓国の積極的雇用改善措置制度（AA 制度）が女性雇用に及ぼす影響、

の 5 つの課題を検討する。 

主たる結果は次のとおりである。日本女性の労働力率は低くはないが、Ｍ字の左右の山の

待遇格差が問題といえる。係長昇進は男女共に 30 歳代後半という「遅い昇進」だが、女性は

それ以前の辞職者が多い。中国都市部の企業では、雇用者・管理職・経営層の女性比率が、

日韓に比べて高い。女性保護的な制度が殆ど無く、就業時間は長すぎず、継続就業者が多い。

但し「男女別定年制」や「一人っ子政策」など特異な背景もある。韓国は、女性労働力率が

日本より低く就業中断傾向がある。一方で女性は日本より「早い昇進」である。AA 制度導

入後に、就業者・管理職・経営層の女性比率は逓増している。 

 

キーワード： ジェンダー・ダイバーシティ経営、ワーク・ライフ・バランス、中国、韓国 

JEL classification: J16, J21, J24, J53, L25, R10 
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特に金子実ディレクターおよび矢島礼子氏に貴重なアドバイスを頂戴した。記して感謝申し上げる。さらに

経済産業研究所から「平成21年度 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する国際比較調査」

の日本データの提供を受けた。本稿のデータセットおよび集計データなどを利用した研究成果は、今後、順

次公表する予定である。 
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議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で発表する

ものであり、所属する組織及び（独）経済産業研究所としての見解を示すものではありません。



2 
 

 

 

目次： 

 

１．調査の概要 ..................................................................................................................... 3 

1.1 調査および本稿の目的 .............................................................................................. 3 

1.2 調査票の設計 ............................................................................................................ 4 

1.3 調査の実施 ................................................................................................................ 5 

1.3.1 調査対象企業の基準 ........................................................................................... 5 

1.3.2 調査の進行 ......................................................................................................... 7 

1.3.3 調査実施企業の概要 ........................................................................................... 8 

1.4 回答者の属性 .......................................................................................................... 11 

1.5 分析に用いる日本企業データの概要 ...................................................................... 12 

２．日中韓における男女格差指標ＧＧＧＩとマクロ経済 .................................................. 13 

2.1 日中韓における男女格差指標ＧＧＧＩと労働力の男女差 ...................................... 13 

2.2 日中韓におけるマクロ経済と労働市場 ................................................................... 17 

2.3 人口および合計特殊出生率の推移と女性就業 ........................................................ 20 

2.4 まとめ：ジェンダー・ダイバ－シティ経営に関する課題 ...................................... 22 

３．調査結果データを用いたジェンダー・ダイバーシティ経営の分析 ............................. 23 

3.1 企業における収益と女性活用、および CSR の日中韓比較 .................................... 23 

3.2 企業による女性雇用“量”の日中韓比較 .................................................................... 30 

3.3 昇進という女性雇用の“質”の日中韓比較 ............................................................ 36 

3.4 ワークライフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較 ................................... 45 

3.4.1 企業レベルのワークと、家庭レベルのライフの実状 ....................................... 46 

3.4.2 女性管理職とワークライフバランス ................................................................ 51 

3.4.3 就業者を取り巻く労働市場レベルの制度・慣行 .............................................. 54 

3.5 韓国における積極的雇用改善措置制度が女性雇用に及ぼす影響 ........................... 61 

４．まとめ .......................................................................................................................... 72 

参考文献： .......................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

１．調査の概要 

1.1 調査および本稿の目的 

 日本、中国、および韓国は、いずれも北東アジアに位置する隣国であり、男女別役割分

業に深く関係するといわれる儒教的な考えを有し、職場での男女間格差が認められる点で

共通している[石塚(2008)]1｡2013 年の男女間格差指数(ＧＧＧＩ)は、136 カ国（地域）中、

日本は 105 位、中国が第 69 位で、韓国では第 111 位で、いずれも男女間格差が小さいとは

いえない（本稿 2.1）。中国都市部では、男女間にワークライフバランス格差・昇進格差・

賃金格差・職業格差・新技術対応格差が認められ[石塚(2010a)]、先進国にみられる若年層

の「専業主婦」が確認されている[石塚(2014a)]。韓国においても、女性の年齢階級別労働

力率カーブが「Ｍ字型曲線」であり、専業主婦も多く、女性の就業中断傾向が認められる

点など、日本と共通点がある。 

 一方、以前は日本がアジアで唯一、経済的に世界を先導してきたが、1996 年に韓国がＯ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）に加盟し、2001 年に中国がＷＴＯ（世界貿易機関）に加盟し、

2010 年には中国が日本を抜いて世界第 2 位の経済大国になった。加えてＡＳＥＡＮ（東南

アジア諸国連合）も経済発展が著しく、アジア経済圏は活性化している。なかでも日中韓 3

カ国がアジア経済や世界経済に果たす役割は、増していくと考えられる。アジアでの産業

集積や、アジア内需は既に重視されており、日本の人口減少も考慮すると、経済のボーダ

レス化は進行している。今後、相互の企業進出や就業者の移動は増加すると考えられるう

え、現在は日本と各国の平均所得格差はまだ大きいものの将来的には縮小していくであろ

う。既に、北東アジアの労働市場は部分的に単一になっており、国別にみる労働市場に及

ぼす影響は増していくと考えられる。 

調査および本稿の目的は、日中韓 3 カ国の企業調査データを用いて「ジェンダー・ダイ

バーシティ経営」(Gender Diversity in Management)の実状を比較して、他から学ぶべき

点は学ぶことにより、特に日本における女性人材の活用と、経済活性化に貢献することで

ある。ここで本稿における「ジェンダー・ダイバーシティ経営」とは、職場において男女

（ジェンダー2）という多様性（ダイバーシティ）を取り込むことにより、成果につなげる

経営、をいう。具体的な分析は、本稿 3において、3.1 企業における収益と女性活用および

CSR の日中韓比較、3.2 企業による女性雇用“量”の日中韓比較、3.3 昇進という女性雇用の

“質”の日中韓比較、3.4 ワークライフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較、3.5

韓国における積極的雇用改善措置制度が女性雇用に及ぼす影響、の 5 つの課題をデータの

集計値を用いて実状を分析する。仮説として、中国都市部の実状からは「ジェンダー・ダ

                                                  
1 石塚(2010,第 2 章)によると、中国において「儒教的な考え」に基づく性別役割分業は一貫して認められ

るものの、1949 年から 1978 年の計画経済期には男女雇用平等政策のため弱まったといえる。また、現在

の中国都市部女性の生涯における中国独自の制度・慣行は、本稿 3.4.1 に詳しい。 
2 ジェンダーという言葉の定義は多様であるが、本稿では単純に男女の性別と捉える。多様な定義の詳細

は、川口(2013, 第 1 章)に詳しい。川口(2013)は、日本におけるライフステージ毎の男女差について、労働

経済学を基盤として、一般に分かりやすく解説した良書である。 
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イバーシティ経営」の実践の一例を、かつて欧米から学んだものとは異なるヒントが得ら

れ、韓国の実状からは政府主導の「ジェンダー・ダイバーシティ経営」が学べるのではな

いかと考えている。特に日本政府は職場における女性活用のロードマップとして「202030」

（社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に占める女性の割合が、少なくと

も 30％程度になるよう期待する、とした政策目標）を掲げている。然しながら、現状では平均

的にみて 10％程度であり、実現は容易ではなさそうである3。 

当該目的に基づき、中国企業および韓国企業で同時に調査された既出のデータは無く、

この点で本調査は意義がある。特に中国では、計画経済期に男女雇用平等政策が採られ、

中国政府も詳細な男女別データを多く公開してきたとはいえないためか、中国女性の職場

進出の実状は知られているとは言えない。 

 本稿の構成は、1 で調査の概要について述べ、2 は日本・中国・韓国における男女格差指

標ＧＧＧＩの全スコア、特に男女就業格差のスコアを詳細に検討し、就業者を取り巻く環

境として 3 カ国別のマクロ経済・労働市場・人口・合計特殊出生率などの推移をみて傾向

を確認し、「ジェンダー・ダイバーシティ経営」に関する課題を導出する。3 では中国企業・

韓国企業は本調査の結果データ、および日本企業はＲＩＥＴＩの 2009 年実施調査の結果デ

ータを用いて、3.1 から 3.5 で既述の 5 つの課題について集計値を用いて実状を分析する。

ここで、各国の調査結果データのみならず制度・雇用慣行の実情についても必要に応じて

記述していく。4 で全体の結果をまとめ、政策提言をおこなう。なお、本稿 3 の 5 つの集計

値による実状の分析は、さらに他稿で計量経済学の手法を用いた詳細な分析をおこなう予

定である。 

  

1.2 調査票の設計 

本稿 1.1 で既述の目的、仮説および具体的な 5 つの課題の分析のため、次のように問 A

から問 Cの 3つに大別して個々の設問項目を設け、調査票を設計した。 

 

問 A： 企業の財務状況と経営者層 

1. 企業の財務状況(2012 年末) 

2. ＣＳＲ（企業の社会的責任）の実状 

  3.経営者層（生え抜き・その他）、社外取締役：男女別人数 

問 B： 従業員の労働条件・人的資本・家族状況など 

  正社員(職位なし・部長クラス・課長クラス・係長クラス)・非正社員別、男女別にみ

る、年齢・職業・外国籍の従業員・年間給与・実労働時間・実労働日数・勤続年数・学歴・

有配偶者・就学前の子どもの有無・小中高校の子どもの有無・定年退職年齢 

  管理職に求められる能力：部長クラス・課長クラス・係長クラス別、男女別 

                                                  
3 内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書』（平成 25 年版）第 1-1-15 図「各分野における『指導的地位』

に女性が占める割合」に分野別の数値がある。 
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問 C： 企業の制度・女性活用など 

1. 制度・雇用慣行システムの有無と利用状況（男女別・就業形態別）： 

年金・医療・雇用・介護保険、有給休暇、出産休暇、育児休業制度、労働組合、育

児休業制度の取得のしやすさ 

2. 女性活用の推進の程度：「ジェンダー・ダイバーシティ経営」は戦略的課題か、女

性社員を増やす方針の有無、女性活用施策、ホワイトカラーの継続就業傾向（男

女別）、女性に管理職・管理職候補が少なく男性に多い理由 

 

 加えて、中国版のみ、問 Bに「都市戸籍か農村戸籍か.」の設問を追加した。また韓国版

のみ、問 Cに 2006 年導入の「アファ－マティブアクション制度」に関する設問を数問、お

よび女性大統領誕生の影響の設問を 1問のみ追加した。 

 

1.3 調査の実施 

 既述の目的を達成するために実施した調査について、1.3.1 で調査対象企業の基準を示し、

1.3.2 では調査進行の手順を述べ、1.3.3 は得られた結果データに基づき、実際に分析に用

いる調査実施企業の概要を示す。 

1.3.1 調査対象企業の基準 

まず、調査対象企業の基準として、両国における代表的な企業情報に基づく母集団に従

い、ソフト・クオータ（割り当て）を採用した。そのうえで、 終調査企業数に達するま

で調査を継続した。中国のクオータの基準は、①三大産業分類、②企業規模（従業員数）、

③都市の 3 階層とし、④企業の所有形態別の割合も考慮した。韓国では、上記①および②

の 2階層としたが、上記③は原則として 3都市に限定し、上記④にもいくらか留意した。 

表 1-3-1 および表 1-3-2 は、上記①から③に関する両国の母集団の内訳である。実際の

企業選定は、中国では国家統計局・国務院による「経済センサス」の 2011 年企業データベ

ース4、韓国は「毎日経済新聞＆ＭＫ」およびＫＯＣＨＡＭなどのデータベースに基づいて

おこなった。また 終調査企業数は、分析の実効性などを考慮し、中国および韓国で各 300

社と設定した。 

 既述の割り当て基準について詳述する。①三大産業分類のうち、第 1 次産業を調査対象

から除き、第 2 次産業と第 3 次産業に限定した。第 2 次産業では製造業に代表されるよう

に就業者が直接的な生産に携わっていると分類されるが、第 3 次産業は異なる。したがっ

て両者は、財務や雇用の構造が必ずしも一致していないため、分析の際には考慮が必要で

ある。但し、三大産業分類のカテゴリーは、各国で必ずしも統一されているわけではない。

本稿においては、調査対象外の第 1 次産業は農林畜産漁業および鉱業とし、調査対象のう

                                                  
4 中国国家統計局・国務院が、第 1回目は 2004 年、第 2回目を 2008 年に終了し、第 3 回目は 2013 年から

実施中といわれる中国企業全数調査の「中国経済センサス」に基づき作成されている非公開のデータベー

スである。 
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ち第 2次産業では製造業および建設業、第 3次産業にその他の業種を分類する。 

②企業規模は、従業員 100 人以上の企業を調査対象とした5。本稿の目的である女性の管

理職や昇進構造などの解明などを考慮すると、一定数以上の従業員がいる企業である必要

がある。さらに従業員数に応じて、本稿では「大企業」と「中企業」という名称で分類す

る。規模に応じて、財務状況や人事戦略などが異なると考えられるからである。例えば、

日本の中小企業基本法における中小企業の定義では、製造業は従業員規模 300 人以下ある

いは資本金 3億円以下、卸売業で同 100 人以下、1億円以下である。大企業は、これ以上の

規模という。但し日本に比べ、中国では表 1-3-1 の母集団の一覧表で分かるように大きな

企業規模の割合が高く、韓国は相対的に同割合が低い傾向が認められる。したがって、中

国で従業員 500 人以上とそれ未満、韓国は同 300 人以上とそれ未満に分ける。 

 ③調査対象都市は、中国では北京市、上海市、広東省広州市とした6。調査企業数からみ

て 3 都市に限定するとすれば、妥当である。中国の二大経済地区は長江デルタと珠江デル

タであるが、前者の中心的な都市は上海市であり、後者は広州市といえる。また北京市は

中国の首都であり、経済面でも中核都市の一つである。一方、韓国は原則として、ソウル

市、仁川市、京幾道の 3 都市とした。従業員が 1 人以上の全企業の 47.3％が当該 3 都市に

在り、経済的にみて中核都市だからである。但し、 終的に調査企業の 10％程度は他の地

域も対象とした。 

④加えて所有形態別にも、表 1-3-1 の母集団に概ね従うように調査をおこなった。中国

では、1949 年から 1978 年まで計画経済が導入されていたため「国有企業」（「国営企業」の

こと）のみであったが、1990 年代半ばから国有企業改革が本格化し、その後、民営化が進

み、株式会社なども登場した。然しながら、 近では逆に「国進民退」(中国語：グォジン

ミントゥイ)7といわれる巨大国有企業の中国経済における支配力の拡大が問題視される側

面も認められる。また韓国でも、グループ化する財閥企業の支配力が拡大しているといわ

れる。したがって、両国とも分析結果を読み解く際には、留意する必要がある。 

 

 

 

 

                                                  
5 当初は、従業員 300 人以上の規模企業を 低限とした。しかし、中国では国有企業および外資企業の割

合が高くなる上、韓国は 1 人以上の総企業数のおよそ 0.1％（3,398 社）となり、いずれも偏りが生じるた

め企業調査として不適切と考えた。なお韓国では、従業員 100 人以上規模の企業でも、総企業数の約 0.5％

（15,815 社）である[韓国国家統計局(2011)]。 
6 他にも、中国企業連合会および中国企業家協会による「2013 年中国企業 500 強」のうち、本部がある都

市で第 1位が北京市、第 2 位が上海市である[米フォーチュン誌（中国語版）2013 年 7 月 16 日版]。また、

ビジネス・人材・文化・政治などに焦点を当てた世界都市指数(A.T.Kearney Global Cities Index, 2012)
によると、中国に限定した上位 3 位は北京市、上海市、広州市である[2012 Global Cities Index and 
Emerging Cities Outlook]. 
7 「国進民退」とは、中国経済において、国有企業が増進し、民間企業が後退することにより、市場経済

化の後退を問題視することをいう。 
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表 1-3-1 調査対象企業の母集団の内訳（中国、三大産業分類・企業規模・都市別） 

 
データ出所：「中国経済センサス」データベース 2011. 

 

表 1-3-2 調査対象企業の母集団の内訳（韓国、三大産業分類・企業規模別） 

 

データ出所：韓国統計局（2011 年）. 

 

1.3.2 調査の進行 

 まず、調査の日程について列挙する。2013 年 3 月に、各国でインタビュー調査を開始し

た。但し 3月下旬には、予定通り調査が 10％（各国 30 社）終わった時点で一旦、調査を停

止して、中間審査として多角的な視点からデータチェックおよび調査票の修正をおこなっ

た8。この間、RIETI 研究会において経過報告をおこない、同プロジェクトの委員などから

                                                  
8 中間審査の必要性は、乾友彦氏（日本大学）からアドバイスいただいた。 

第2次産業 第3次産業 計 第2次産業 第3次産業 計 第2次産業 第3次産業 計

100-299人 288,200 877,340 1,165,540 675,060 971,550 1,646,610 335,600 539,540 875,140
300-499人 532,070 556,850 1,088,920 496,460 513,800 1,010,260 430,650 356,720 787,370
500人以上 540,650 437,780 978,430 876,450 833,550 1,710,000 494,440 460,840 955,280

計 1,360,920 1,871,970 3,232,890 2,047,970 2,318,900 4,366,870 1,260,690 1,357,100 2,617,790

100-299人 8.9 27.1 36.1 15.5 22.2 37.7 12.8 20.6 33.4
300-499人 16.5 17.2 33.7 11.4 11.8 23.1 16.5 13.6 30.1
500人以上 16.7 13.5 30.3 20.1 19.1 39.2 18.9 17.6 36.5

計 42.1 57.9 100.0 46.9 53.1 100.0 48.2 51.8 100.0

広東省広州市

度数(社)

割合(％)

【中国】
北京市 上海市

第2次産業 第3次産業 計

100-299人 761 5,073 5,836
300人以上 209 1,390 1,597

計 970 6,463 7,433

100-299人 10.2 68.3 78.5
300人以上 2.8 18.7 21.5

計 13.0 87.0 100.0

【韓国】
ソウル・仁川・京畿道

度数(社)

割合(％)
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調査票について貴重な意見をいただき、 終調査票に盛り込むことができた。4月下旬に調

査を再開し、一部の追加・修正の設問については終了済みの企業を再訪問すると同時に、

残りの 90％の調査を進めた。結果として、中国は 5 月、韓国は 6 月にすべての調査を終了

し、予定通り中国 300 社、韓国 305 社から回答を得た9。 

 次に、調査の方法について述べる。調査は既述の各国の企業データベースに基づき、事

前に電話で調査依頼をおこない、調査員が訪問して企業の人事担当マネージャー相当以上

にインタビュー調査を実施した。但し、財務データなどの設問項目については、管轄部署

の責任者などにインタビューすることも認めた。 

  

1.3.3 調査実施企業の概要 

 調査の結果として得られたデータに基づき、調査実施企業の概要を示す。表 1-3-3 は、

中国および韓国調査企業の三大産業分類・企業規模・都市別のケース数および割合である。

中国では、表 1-3-1 の母集団に従い、概ね 3階層クオータどおりのデータが得られている。

一方、韓国は、表 1-3-2 の母集団に従い、企業規模クオータは概ね達成されたが、産業ク

オータは第 2次産業割合が母集団割合より高めになった10。然しながら、両国とも設定どお

り約 300 企業データが得られている。 

 さらに表 1-3-4 で、各国の産業大分類に従い、産業大分類および企業規模別のケース数

および割合を表した。クオータではないが、概ね満遍なく多様な産業でデータが構成され

ていることが分かる。 

また表 1-3-5 は各国企業における、企業規模および三大産業分類に加え、所有形態別の

ケース数および割合の内訳である。特に中国企業は、母集団に比べ株式企業割合が高めと

いえる11。この点は、分析結果を読み解く際に留意されたい。 

 

 

 

 

 

                                                  
9 中国は完了数 300 社に対しコンタクト企業数が 1,212 社であったので完了率 24.8％、韓国は完了数 305

社に対しコンタクト企業数が 5,914 社であったので完了率 5.2％であった。調査の完了まで一貫して、株

式会社日本リサーチセンターの半沢多津子氏にご尽力いただいた。感謝申し上げる。 
10 韓国女性家族部(2010,Ⅱ.1.1 標本設計)によると、韓国省庁保有の企業リストに基づく韓国全体の企業

規模100人以上の総数は5,183社であり、内訳は製造業が71.0％(3,679社)、100-299人企業が75.2％(3,896

社)とある。したがって、韓国調査の実情を考慮すると、本稿における韓国調査結果データの産業割合は妥

当といえる。 
11 『中国統計年鑑』（2012 年,表 1-11,表 4-2）で従業員 8 人以上の企業についてみると、全国の企業数

2,076,330社（従業員8人未満の自営業を除く）のうち、国営企業7.5％、自治体企業9.0％、株式企業6.2％、

その他の民間企業 66.2％、外資企業 11.1％である。また全都市部（城鎮）の就業者 71193 万人（定義は同

じ）の内訳は、各 9.4％、0.8％、1.7％、85.1％、3.0％である。 
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表 1-3-3 調査実施企業の内訳（中国・韓国、三大産業分類・企業規模・都市別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本稿での分類
企業規模

（従業員数）
第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

100-299人 10 27 15 23 13 20 38 70 108
300-499人 17 18 13 12 17 14 47 44 91

「大企業」 500人以上 15 13 18 19 19 17 52 49 101

42 58 46 54 49 51 137 163 300

本稿での分類
企業規模

（従業員数）
第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

「中企業」 100-299人 49 89 17 18 26 9 18 9 110 125 235
「大企業」 300人以上 22 34 1 2 2 1 3 5 28 42 70

71 123 18 20 28 10 21 14 138 167 305

【韓国】

合計

小計
合計

合計
小計その他ソウル市 仁川市 京幾道

北京市 上海市 広州市【中国】

「中企業」

合計
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表 1-3-4 調査実施企業の内訳（中国・韓国、産業大分類・企業規模別） 

 

 

 

 

 

 

建築業 製造業

電力・ガ

ス・水道・

熱供給業

交通運輸保

管郵政業を

含む

情報通信業
卸売・小売

業

飲食業・宿

泊業

金融・保険

業

不動産業

（賃貸業を

含む）

科学研究、

総合技術

サービス

公共サービ

ス水・環

境・公共施

設管理業

住民サービ

ス社区セン

ターなど

教育、学校

医療衛生・

社会保障・

社会福祉

文化・スポー

ツ・芸術・ラジ

オ・映画・テレ

ビ

度数(社) 2 83 2 7 7 53 1 5 8 8 6 8 1 4 4 199
割合(％) 1.0 41.7 1.0 3.5 3.5 26.6 0.5 2.5 4.0 4.0 3.0 4.0 0.5 2.0 2.0 100.0
度数(社) 3 49 5 3 3 17 1 1 3 6 4 2 1 2 1 101
割合(％) 3.0 48.5 5.0 3.0 3.0 16.8 1.0 1.0 3.0 5.9 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 100.0
度数(社) 5 132 7 10 10 70 2 6 11 14 10 10 2 6 5 300
割合(％) 1.7 44 .0 2.3 3.3 3.3 23.3 0.7 2.0 3.7 4.7 3.3 3.3 0.7 2.0 1.7 100.0

建設業 製造業

電力・ガ

ス・水道・

熱供給業

卸売・小売

業

飲食業・宿

泊業
運輸 情報通信業 金融・保険 不動産業

商業施設管

理サービス

業

研究・科

学・技術
教育、学校

医療・衛

生・社会福

祉

文化・ス

ポーツ・芸

術・ラジ

オ・映画・

テレビ

官公庁・行政・

防衛・公的社会

保障・国家機

関・社会団体

度数(社) 16 93 1 20 3 29 18 5 4 15 4 5 5 8 9 235
割合(％) 6.8 39.6 0.4 8.5 1.3 12.3 7.7 2.1 1.7 6.4 1.7 2.1 2.1 3.4 3.8 100.0
度数(社) 4 23 1 9 4 5 3 2 0 13 0 0 4 1 1 70
割合(％) 5.7 32.9 1.4 12.9 5.7 7.1 4.3 2.9 0.0 18.6 0.0 0.0 5.7 1.4 1.4 100.0
度数(社) 20 116 2 29 7 34 21 7 4 28 4 5 9 9 10 305
割合(％) 6.6 38 .0 0.7 9.5 2.3 11.1 6.9 2.3 1.3 9.2 1.3 1.6 3.0 3.0 3.3 100.0

【韓国】

合計

100-299人

300人以上

合計

100-499人

500人以上

【中国】

第2次産業 第3次産業

合計

第2次産業 第3次産業

合計
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表 1-3-5 調査実施企業の内訳（中国・韓国、三大産業分類・企業規模・所有形態別） 

 
注1． 中国の企業形態のカギ括弧内は、中国語表記である。 

注2． 外資企業の内訳は、中国 50 社では北米系 26 社、欧州系 14 社、韓国系 4社、日系 2 社、その他のアジア系 3 社、

中東系 1 社である。韓国 20 社は欧州・北欧系 8 社、北米系 6 社、日系 4 社、シンガポール系および南アフリカ

系が各 1 社である。 

 

1.4 回答者の属性 

既述のように、本調査では、原則として各企業における人事担当の管理職以上を条件と

して回答を得ている。 

調査結果の分析に先立ち、回答者の属性を示す。設問は企業の方針を調査するものであ

り、個人の意見を聞くものではない。然しながら、回答者の属性によって、回答が異なる

可能性も否定できないからである。したがって、設問によっては、回答者の属性別に結果

を表す12。 

 表 1-4-1 で回答者の属性をみる。女性割合は、両国両規模の 4 分類でみると、21.4％か

ら 42.6％でいずれも男性割合のほうが高い。また年齢階級別には、いずれも 30 歳代が

                                                  
12 すべての設問で回答者の性別に結果を比較したが、大半の設問で明確な違いは得られなかった。したが

って、本稿で比較結果を示しているのは、図 3-5-9 のみである。 

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業
国営企業：「国有制」 13 14 7 8 42

自治体企業：「集体所有制」 1 7 0 1 9
民間企業(非株式企業)：「私営」 19 51 1 1 72
民間企業(株式企業)：「股份制」 39 29 30 29 127
外資企業 13 13 14 10 50
合計 85 114 52 49 300

国営企業 15.3 12.3 13.5 16.3 14.0

自治体企業 1.2 6.1 0.0 2.0 3.0
民間企業（株式企業） 22.4 44.7 1.9 2.0 24.0
民間企業（非株式企業） 45.9 25.4 57.7 59.2 42.3
外資企業 15.3 11.4 26.9 20.4 16.7
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

国営企業 31.0 33.3 16.7 19.0 100.0

自治体企業 11.1 77.8 0.0 11.1 100.0
民間企業（株式企業） 26.0 26.0 28.0 20.0 100.0
民間企業（非株式企業） 28.3 38.0 17.3 16.3 100.0
外資企業 26.0 26.0 28.0 20.0 100.0
合計 28.3 38.0 17.3 16.3 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業
国営企業 0 7 1 4 12
民間企業（株式企業） 105 91 26 31 253
民間企業（非株式企業） 1 14 1 4 20
外資企業 4 13 0 3 20
合計 110 125 28 42 305
国営企業 0.0 5.6 3.6 9.5 3.9
民間企業（株式企業） 95.5 72.8 92.9 73.8 83.0
民間企業（非株式企業） 0.9 11.2 3.6 9.5 6.6
外資企業 3.6 10.4 0.0 7.1 6.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

国営企業 0.0 58.3 8.3 33.3 100.0
民間企業（株式企業） 41.5 36.0 10.3 12.3 100.0
民間企業（非株式企業） 5.0 70.0 5.0 20.0 100.0
外資企業 20.0 65.0 0.0 15.0 100.0
合計 36.1 41.0 9.2 13.8 100.0

合計

【韓国】 合計

度数(社）

【中国】

所有形態
内の割合

（％）

度数（社）

規模・産
業内の割
合（％）

所有形態
内の割合

（％）

中企業 大企業

規模・産
業内の割
合（％）

中企業 大企業
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50.3％から 65.7％を占めており中心といえる。なお表は省略するが、男女別の年齢構成を

みると、いずれも女性は 30 歳代が突出しているが、男性は 30 歳代に次いで 40 歳代が占め

る。したがって、女性のほうが平均値でみると若い傾向が認められる。 

 

表 1-4-1 回答者の属性 

 

 

1.5 分析に用いる日本企業データの概要 

 本稿の分析では日中韓比較を原則とする。したがって、中国企業および韓国企業との比

較に用いる日本企業データの概要を示す。ＲＩＥＴＩが実施した「平成 21 年度 仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス)に関する国際比較調査」の日本データである。デー

タセットは、企業調査データと従業員調査データがある。2009 年 12 月から翌年 1月に郵送

で調査が実施されている。 終有効回答は、企業調査が従業員 100 人以上規模で 1,677 社

（有効回答率：16.8％）、従業員調査は 10,069 人（各社 10 名で依頼）である13。 

本稿での利用に際し、調査対象産業を中韓企業調査に揃え、比較に必要な項目が欠損値

であるケースを除外した14。結果として、企業調査データは 1,200 ケース、従業員調査デー

タは 6,433 ケースを用いる。但し、調査項目は本稿の中韓調査と必ずしも一致していない。

また両データセットは従業員調査として結合できるが、企業調査としての結合は制約があ

る。したがって、日本、中国、および韓国の 3カ国比較は、一部の分析に留まる。 

 表 1-5-1 は、既出の表 1-3-3 の中国および韓国企業に、日本企業を加えて、三大産業分

類および企業規模別に表したものである。日本企業データは、中韓企業データと異なり、

母集団のクオータではないため、第 2 次産業の割合が高い。同じ理由で、表 1-5-2 の産業

大分類別にみてもいくらか偏りが認められる。これらの点は、結果を読み解く際に留意す

る必要がある。 

 

                                                  
13 当該調査の調査時期である 2009 年 12 月は、2008 年 9 月の「リーマンショック」（アメリカ発の世界金

融危機）の影響があると考えられるため、分析結果の解釈では留意が必要である。従業員調査の調査対象

者は、調査対象企業 1社につき 10 名のホワイトカラー正社員に依頼している。なお当該調査については、

RIETI の HP に詳しい（http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/wlb/index.html）。 
14 除外したのは、企業調査では産業分類が鉱業および‘その他の産業’のケース、‘男女別の管理職数’あ

るいは企業規模に欠損値があるケースであり、従業員調査では性別に欠損値があるケース、役職が欠損値、

あるいは‘その他’のケースに加え、結合すべき企業データが既述の要因で除外されているケースである。 

度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）

性別 女性 74 37.2 43 42.6 71 30.2 15 21.4
男性 125 62.8 58 57.4 164 69.8 55 78.6
合計 199 100.0 101 100.0 235 100.0 70 100.0

年齢 20-29歳 12 6.0 8 7.9 30 12.8 9 12.9
30-39歳 100 50.3 57 56.4 131 55.7 46 65.7
40-49歳 69 34.7 31 30.7 50 21.3 14 20.0
50-59歳 18 9.0 5 5.0 22 9.4 1 1.4
60歳以上 ― ― ― ― 2 0.9 ― ―

合計 199 100.0 101 100.0 235 100.0 70 100.0

【中国】 【韓国】
中企業 大企業中企業 大企業
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表 1-5-1 分析企業の内訳（日本・中国・韓国、三大産業分類・企業規模別） 

 
注 1．「中企業」の定義は、中国では従業員規模が 100 人以上 499 人以下、韓国および日本は 100 人以上 299 人以下であ

る。「大企業」とは、中国では従業員規模が 500 人以上、韓国および日本は 300 人以上をいう。 

 

表 1-5-2 分析企業の内訳（日本、産業大分類・企業規模別） 

 

 

２．日中韓における男女格差指標ＧＧＧＩとマクロ経済 

本章では、次章以降で調査データを用いて実状を分析するのに先立ち、2.1 で日本・中国・

韓国における国際的な男女格差指標ＧＧＧＩの分野別スコア、特に男女就業格差のスコア

を詳細に検討し、日中韓各国の位置づけを明らかにする。さらに男女別の労働力率を用い

て就業状況の 3 カ国比較をおこなう。続く 2.2 は、就業者を取り巻く環境として 3 カ国別

のマクロ経済指標の推移、および三大産業別就業者割合を示し、各国の経済状況および労

働市場について把握する。さらに 2.3 では、人口の将来推計、および合計特殊出生率の推移

によりワークライフバランスに関する傾向を捉え、4 で本章のまとめとして、ジェンダー・

ダイバーシティ経営の課題を確認する。 

 

2.1 日中韓における男女格差指標ＧＧＧＩと労働力の男女差 

 日中韓 3 カ国の男女差は、世界的にみるとどのような位置にあるのだろうか。図 2-1-1

第2次産業 第3次産業 合計 第2次産業 第3次産業 合計 第2次産業 第3次産業 合計

中企業 85 114 199 110 125 235 525 307 832
大企業 52 49 101 28 42 70 227 141 368
合計 137 163 300 138 167 305 752 448 1200

中企業 62.0 69.9 66.3 79.7 74.9 77.0 69.8 68.5 69.3
大企業 38.0 30.1 33.7 20.3 25.1 23.0 30.2 31.5 30.7
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

中企業 42.7 57.3 100.0 46.8 53.2 100.0 63.1 36.9 100.0
大企業 51.5 48.5 100.0 40.0 60.0 100.0 61.7 38.3 100.0
合計 45.7 54.3 100.0 45.2 54.8 100.0 62.7 37.3 100.0

企業規模
内の割合

(％)

産業内の
割合(％)

【中国】 【韓国】 参考：【日本】

度数
（社）

建設業 製造業

電気・ガ
ス・熱供
給・水道

業

情報通信
業

運輸業、
郵便業

卸売業 小売業
金融業、
保険業

不動産
業、物品
賃貸業

飲食店、
宿泊業

教育・学
習支援業

その他の
サービス

業

度数（社） 14 511 1 11 4 151 114 1 2 4 1 18 832
割合（％） 1.7 61.4 0.1 1.3 0.5 18.1 13.7 0.1 0.2 0.5 0.1 2.2 100.0
度数（社） 7 220 0 12 1 47 73 0 0 3 1 4 368
割合（％） 1.9 59.8 0.0 3.3 0.3 12.8 19.8 0.0 0.0 0.8 0.3 1.1 100.0
度数（社） 21 731 1 23 5 198 187 1 2 7 2 22 1200
割合（％） 1.8 60.9 0 .1 1 .9 0 .4 16.5 15.6 0 .1 0 .2 0 .6 0 .2 1 .8 100.0

合計

参考：【日本】

第2次産業 第3次産業

合計

中企業

大企業
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は、世界経済フォーラムが毎年発表する「男女間格差指数」(ＧＧＧＩ：Global Gender Gap 

Index)と呼ばれるものである。総合順位をみると対象 136 カ国（地域）のなかで、日本は

105 位、中国 69 位、韓国 111 位であり、いずれも高いとはいえない。当該順位を時系列で

みても、概ね同程度で推移している。 

図 2-1-1 は、ＧＧＧＩの内訳である、4 つの分野すなわち 1.経済分野・2.教育分野・3.

保健分野・4.政治分野のスコア、および各分野の細目別スコアを図示したものである。な

お参考として、スウェーデンとアメリカのスコアも折れ線グラフで示した。ここで、北欧

のスウェーデンは、政治分野や指導的立場の女性割合においてクオータ（割り当て）制を

導入し、ワークライフバランス施策や、仕事と家事・育児の両立支援策などを積極的に採

用している代表的な国の一つであり、ＧＧＧＩ総合第 4 位である。またアメリカは、当該

分野で政府が必ずしも積極的な施策を採用しているとはいえないが、女性自身が積極的に

活躍している、ＧＤＰ世界第 1位の国であり、ＧＧＧＩ総合は第 23 位である。 

概観すると、2.教育分野、および 3.保健分野のスコアは、日中韓および欧米と比べても

1 つの項目を除いて問題ない。唯一低いのは、“高等教育就学率（粗）の男女比”のみであ

る。基になる数値は、日本女性 56％に対して男性 63％（スコア 0.89）、中国では同 28％、

25％（1.00）、韓国は 86％、119％（0.72）である。日韓で、高等教育就学率に男女差があ

る。本稿 3.2 で、ＧＧＧＩから離れて日中韓における高等教育の男女差を詳細にみるので

参照されたい。 

図 2-1-1 によると、日本でＧＧＧＩの順位を大きく下げている分野は、1.経済分野、お

よび 4.政治分野である。特に“経済分野”は、本稿の対象分野であるので、表 2-1-1 に細

目別の詳細な数値を挙げる。日中韓共にスウェーデンに劣っているが、中国は日本および

韓国に比べて高い。但し、中国のみが 5 カ国中で「先進国」（ＯＥＣＤ加盟国）ではなく、

中国全体でみると第 1 次産業就業者が過半数に上るため（図 2-2-4）、数値の読み方は注意

を要する。つまり図 2-1-1 および表 2-1-1 における中国の“労働力”は、第 1 次産業就業

者を含むので女性が高い。この点の修正については、後述する。然しながら表 2-1-1 の他

の項目は、3か国比較においては、企業が集中する中国都市部に限定して捉えることで原則

として解消される。本稿 2.2 で既述のように国民を二分する戸籍制度により、雇用労働者

は「非農業戸籍」（都市戸籍）に偏っている。本稿 3以降の中国調査データは、中国で代表

的な三大都市にある企業を対象としており、中国都市部に限定している。 

表 2-1-1 は、特に経済分野の数値を詳細に表したものであり、後述する“労働力”を除

くと、他の“賃金の男女差”、“管理的職業の男女比”、および“専門・技術職の男女比”で

は、中国が日中韓 3 カ国では優位にある。日本と韓国のみを比較すると、日本のスコアの

ほうが韓国より高い。但し、“管理的職業の男女比”のみは韓国のほうがやや高く、日本は

も低い。背景として、2006 年に韓国の「男女雇用平等法」（現在は「男女雇用平等及び仕

事・家庭両立支援に関する法律」）において「積極的雇用改善措置」が施行され、雇用労働

者および管理職の女性比率を上げる方策が採用されている影響があるかもしれない。した
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がって、日本の「ジェンダー・ダイバーシティ経営」に関する課題は、“管理的職業の男女

比”（雇用の質）、“企業業績への男女就業者の貢献”、および後述する“労働力”（雇用量）

となる。本稿 3で、独自の調査データを用いてこれらの課題を中心に実状を分析する。 

 残る“政治分野”は、図 2-1-1 によると、日中韓共にスウェーデンに大きく劣る。当該

分野では、特に日本の劣位が目立つ。中国は社会主義でもあり政治分野で一定程度の女性

割合を輩出してきた。韓国も劣位である点は同様であるが、近年、国会議員および地方議

員に女性のクオータ制を導入したり、女性大統領を誕生させるなど、当該分野の躍進が顕

著である。本稿の第 3.5 節において女性元首誕生の影響についての回答結果に若干の考察

を加えた。但し、当該分野は本稿の目的とは一致しておらず、さらに深めて取り上げるこ

とはしない。 

 

図 2-1-1 GGGI ジェンダー・ギャップ指数（日本・中国全体・韓国・ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ・ｱﾒﾘｶ） 

 
データ出所：The World Economic Forum(2013)“The Global Gender Gap Report 2013.” 

注 1．図は各項目におけるスコアであり、女性割合を男性割合で除した数値である。男女が同じ割合であれば、“1”に

なる。各分野の小計となるスコアは、細目のスコアをウェイト付けして計算している。ウェイトの詳細は、The World 

Economic Forum(2013,Table 2)に詳しい。 

注 2．国名の後に記載した順位は、ＧＧＧＩ（Global Gender Gap Index）の 136 カ国中の総合順位である。 
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表 2-1-1 ＧＧＧＩ経済分野の男女差（日本・中国全体・韓国） 

 
データ出所：図 2-1-1 に同じ。 

 

 次に、女性の労働力率を表 2-1-2 にみると、日本が も高く 59.6％で、中国都市部が

53.3％で中程度、韓国は 49.4％で も低い。中国全体でみる女性の労働力率は 63.7％であ

るが、中国女性全体では第１次産業就業者が 53.7％（図 2-2-4）に上るため比較の前提が

異なる。日本でも第1次産業就業者が中心であった1950年代以前は、女性の労働力率が60％

を超えていた。また石塚(2014a)の中国全国都市データを用いた分析では、中国都市部では

新しい若年層の「専業主婦」が出現していることが確認されている。したがって、3カ国比

較では、日本・中国都市部・韓国とすることが適切である。 

一方、男性は、韓国が 73.0％、日本は 71.6％、中国都市部では 71.1％で、3カ国とも概

ね同程度である。 

労働力の男女差は、生涯に亘る時間を市場労働・家事労働・他の生活時間のいずれに配

分するか、に関する男女差の問題といえる。したがって、本稿 3.4 のワークライフバラン

スと制度・慣行システムにおいて、男女別・年齢階級別の労働力率を示したうえで、本稿

の調査を用いて詳細に検討する。 

 

表 2-1-2 男女別にみる労働力率（日本・中国都市部・韓国・中国全体）15（単位：％） 

 
データ出所：日本および韓国は ILOSTAT：ILO“Yearbook of Labour Statistics”（2010 年調査）による労働力率の数値

で、中国は国務院・国家統計局『中国人口センサス』(2010 年調査、表 4-2、表 4-2a)の「都市部」（城市）と全体の「就

業人口」（従業者および暫時休業者）に「失業人口」を加えた数値を「15 歳以上人口」で除して、筆者が計算した数値

である。 

                                                  
15日本および韓国の労働力率は ILOSTAT によるものであり、失業の定義は概ね同じである。然しながら、

中国は近年まで「失業」という概念がなかったこともあり、前提条件が世界基準と必ずしも一致しない。

当該数値は、データ出所で記載のとおり、中国政府が「失業人口」として公表した数値を採用して、筆者

が算出したものである。 

ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ ｱﾒﾘｶ
経済分野

総合スコア：
0.783 (14位) 0.818 (6位)

（単位） スコア 女性 男性 スコア 女性 男性 スコア 女性 男性 スコア スコア
労働力 ％ 0.74 63 85 0.88 75 85 0.72 54 75 0.93 0.86
男女間賃金格差(同様の職業) ― 0.62 ― ― 0.68 ― ― 0.52 ― ― 0.64 0.65
推定賃金 USドル 0.57 22,727 40,000 0.64 7,178 11,144 0.44 17,672 40,000 0.93 0.96
管理的職業の男女比 ％ 0.10 9 91 0.20 17 83 0.11 10 90 0.48 0.74
専門・技術職の男女比 ％ 0.85 46 54 1.00 52 48 0.69 41 59 1.00 1.00

1.経済分野：

日本 中国（全体） 韓国

0.584 (104位) 0.675 (62位) 0.504 (118位)

日本
中国

(都市部) 韓国
参考：中国

(全体)
女性 59.6 53.3 49.4 63.7

男性 71.6 71.1 73.0 78.2
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2.2 日中韓におけるマクロ経済と労働市場 

 初めに、図 2-2-1 で名目 GDP の推移をみる。GDP とは、国内の生産活動によるモノと

サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額であり、経済の

大きさを表す。2013 年の US ドル換算の名目 GDP は世界 187 カ国（地域）中、日本が 5150

億ドルで第 3 位、中国は 9020 億ドルで第 2 位、韓国が 1259 億ドルで第 15 位である。3

カ国の GDP 総額は 15346 億ドルに上り、世界の総 GDP の約 2 割に相当する 21.4％を占め

る。アジア 24 カ国に限定してみると、日本は第 2 位、中国は第 1 位、韓国は第 4 位であり、

3 カ国の GDP 総額はアジア諸国の総 GDP のおよそ 4 分の 3 の 74.3％に上る。すなわち日

中韓 2 カ国が、アジアのみならず世界経済において重要な位置を占めているといえる。 

GDP 増加のスピードが速いのは、中国である。2003 年（1641 億ドル）からの 10 年間

で、GDP が 5.01 倍に増大したことになる。日本は、42 年間に亘り世界第 2 位の経済大国

であったが、2010 年に中国に譲った。 

 

図 2-2-1 名目ＧＤＰの推移（日本・中国・韓国）（単位：10 億 US ドル） 

 

データ出所：IMF“World Economic Outlook Database”(2013 年 4 月版) 

 

 図 2-2-2 は、1980 年から現在までの日中韓 3 カ国の実質経済成長率の推移である。1992

年から 2012 年までの 21 年間の平均成長率は、日本が 0.83％、中国は 10.35％、韓国では

4.95％である。 

日本は 1964 年 4 月に OECD に加盟し、概ね 1960 年代を通じて経済成長率が平均約 10％

という高度経済成長期であった。その後、1991 年までの「バブル経済」（平成景気）の崩壊

までに同 5％程度の安定成長期を経て、1992 年からおよそ 1％の低成長期になりデフレ経済

やマイナス成長を経験した。 

1995 年にアジア通貨危機が発生し、翌年 12 月に韓国が OECD に加盟、2001 年 12 月に

は中国が WTO に加盟して、2008 年夏は「世界同時経済・金融危機」（リーマンショック）

が生じた。 
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中国は、1992 年頃から高度経済成長期に入ったといえるが、近年は減速している。2013

年 9 月に李克強首相は中国が安定成長期に入り、実質経済成長率 7％台を維持する姿勢を示

した。韓国は、経済規模などからみても為替や世界的な経済ショックの影響を受けやすい

といえるが、新しい産業の創設などスピード感をもって健闘している。 

 

図 2-2-2 実質経済成長率の推移（日本・中国・韓国）（単位：％） 

 

データ出所：IMF“World Economic Outlook Database”(2013 年 4 月版) 

注 1．93SNA（国際基準）に基づく。 
 

 但し、図 2-2-3 で一人当たりの名目 GDP をみると、日本は依然として高い。2012 年に

は世界 185 カ国中、日本が 46,736 ドルで第 13 位、中国は 6,076 ドルで第 87 位、韓国が

23,113 ドルで第 34 位である。日本は、中国の約 7.69 倍であり、韓国の 2 倍程度である。 

 

図 2-2-3 一人当たりの名目 GDP の推移（日本・中国・韓国）（単位：US ドル） 

 

データ出所：IMF“World Economic Outlook Database”(2013 年 4 月版). 
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特に中国において一人当たりの名目ＧＤＰが低い要因の一つを、図 2-2-4 の三大産業別

の就業者割合を用いてみる。農業中心の第１次産業就業者は、中国都市部では韓国同様に

6％台であるが、中国全体ではおよそ半数を占める。中国では 1990 年代半ばから市場経済

化が急速に進み、都市部で国有企業改革が本格化し、農村部では「三農」16問題が生じた[厳

(2009)など]。中国全体では主として都市部と農村部の所得格差が拡がり、2004 年に政府も

「和諧社会」（各階層間で調和のとれた社会）というスローガンを掲げることになった。 

背景として、中国における厳格な戸籍制度がある。1949 年の中華人民共和国の建国に伴

い、社会主義を採用して、計画経済が導入された。戸籍制度は国民を二分するものであり、

原則として都市部の居住者は「非農業戸籍」（都市戸籍）、農村部では「農業戸籍」（農村戸

籍）を有する。日本と異なり、中国では簡単に転籍はできず、現在ではやや緩やかになっ

たものの、居住地、職業や社会保障まで規定される。したがって、次章以降の 3 カ国比較

では、前提条件を揃えるため、中国は都市部に限定しておこなう。 

中国は都市部に限定して、図 2-2-4 で日中韓 3 カ国における男女別の業種割合をみる。男

性は第 2 次産業の就業者が 30％台、第 1 次産業は一桁で 3 カ国共に似通っている。一方、

女性の第 2 次産業就業者割合は、日本および韓国では約 14％であるが、中国のみ 30.0％で

男性に近い構造である点が異なる。 

 

図 2-2-4 三大産業別にみる就業者割合（日本・中国都市部・韓国・中国全体）（単位：％） 

 
データ出所：日本および韓国は ILOSTAT（2012 年調査）による産業大分類の各数値を筆者が加算した数値である。中国

は国務院・国家統計局『中国人口センサス』(2010 年調査、表 4-5、表 4-5a)による「都市部」（城市）と全体の「就業

人口」の産業大分類の各数値を筆者が加算した数値である。なお各国とも、鉱業は第 1 次産業に、製造業および建設業

を第 2次産業分類している。 

                                                  
16 中国における「三農」とは、農民は苦しみ、農村は困窮し、農業の存続などが危険な状態にあることを

問題視して呼ぶ。 
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2.3 人口および合計特殊出生率の推移と女性就業 

 次に、労働人口、国内需要、および女性就業に深く関わる人口は、どのように推移し

ていくのであろうか。図 2-3-1 によると、3 カ国共に 20 年以内に人口のピークを迎える。

日本が も早く、2008 年の 1億 2808 万人がピークであった。中国および韓国も、将来推計

では 2030 年にピークが到来するという。 

日本の人口規模は、1950 年には世界第 5 位であったが、現在は第 10 位である。2060 年

には人口が 8674 万人の国になり、つまり今後約 50 年間で 4132 万人の人口が減少し、世界

第 29 位に後退すると予測されている。また日本の高齢化率（総人口に対する 65 歳以上人

口の割合）は、現在の 25.1％から、2060 年には 39.9％になるという[国立社会保障・人口

問題研究所『日本の将来推計人口(平成 24 年 1 月の中位推計)』]。全体の人口減少のスピ

ードよりも、生産年齢人口（15 歳から 64 歳の人口）の減少速度が顕著であることが分かる。

一方、世界の人口は 70 億人を突破したところであるが、さらに 2060 年には 99.6 億人にな

るといわれる[United Nations(2013)“World Population Prospects: The 2012 Revision”

（中位推計)]。 

また、図 2-3-2 で「合計特殊出生率」（一人の女性が一生に産む子供の数）をみる17。日

本は、1990 年の「1.57 ショック」18を契機に徐々に少子化対策制度が導入されたが 2005 年

の 1.26 まで逓減し続け、その後、微増している。然しながら、「団塊ジュニア」（1971～1974

年生まれ）が 30 歳代後半になって出産意欲を高めていることが背景にある。韓国は、2000

年の 1.47 から 2 年間で 1.17 に激減し、その後 2005 年に 1.08 まで下がったが、近年は微

増している。背景には、教育費の高さや日本同様の事情などがある。ＧＤＰに占める学校

教育費は 8.0％（2009 年）と高率で、ＯＥＣＤ諸国では第 2 位である。さらに内訳の私費

負担が同 3.1％というのは同第 1 位である19。参考として挙げた中国では長らく「一人っ子

政策」が採用されており20、解除すれば若干増えると考えられる。但し、中国における育児

や親の就業を取り巻く環境は、1979 年の制度導入当時とは激変しており、継続的に増加し

ていくとは考えにくい[石塚(2010b; 2012)など]。若林・聶(2012,p.126)によると、中国都

                                                  
17 合計特殊出生率とは、女性が出産可能な年齢を 15 歳から 49 歳までと設定し、各年齢の出生率を合計し

た数値である。 
18 「1.57 ショック」とは、1989 年に合計特殊出生率が 1.57 となり、過去の異常値 1.58（1966 年）を下

回ったことが発表された 1990 年にショックが生じたことをいう。過去の異常値とは、1966 年に「丙午（ひ

のえうま）」迷信により当時の多くの人々が計画出産したことによりトレンドからみると大きく外れた同数

値 1.58 のことである。 
19 ＯＥＣＤ“Factbook 2013”による 2009 年の数値。韓国における学校教育費の公的支出はＧＤＰ比 4.9％

である。日本は、同第 16 位で私費負担 1.7％、公的支出 3.6％で、合計 5.2％である。 
20 「一人っ子政策」は、1979 年に人口抑制政策として導入された。原則として、一組の夫婦は子どもを 1

人まで有することができるという制度である。例外として、少数民族や農家、夫婦共に一人っ子のケース

などがある。2013 年 12 月 28 日、全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の常務委員会は、2014 年春から

順次、地方政府が主導して、夫婦のいずれかが一人っ子の場合に第 2子の出産を認めるという緩和策を決

定した。国家衛生計画出産委員会は、近年の出生数は年間 1600 万人程度であるが、今後 5年は毎年およそ

200 万人が上積みされると試算している。但し、必ずしも対象者すべてが制度を利用するとは捉えておら

ず、5割程度の利用を前提としている。 
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市部に限定した合計特殊出生率は 2001 年以後、1前後である。 

経済の大きさと人口の相関関係は明らかではないが、生産年齢人口は実際の労働力に深

く関係しており、国内需要は人口に基づく。日本と韓国は、人口抑制策を採用していない

にもかかわらず人口が減少している。したがって、特に日韓の女性は、人口減少に歯止め

をかける生む性としての役割と、現在は男性に比べて潜在的な労働力であるため将来は就

業拡大が可能な性としての役割の、二重の役割を期待されているといえる。日本では、近

年のすべての政権で女性の両立対策を強調してきた。然しながら現状をみると、関連する

数値は概ね微増してはいるが大きく変化していない。これらの課題の解決のためには、育

児などのライフの役割と労働供給するワークの役割の二重役割を、男女共に負担していく

必要があろう。 

 

図 2-3-1 人口の推移（日本・中国・韓国）（単位：百万人） 

 
データ出所：United Nations“World Population Prospects: The 2010 Revision.” 

注 1．2020 年以後の数値は予測値である。 

注 2．図中の数値は、各国のピーク時の人口を表す。 

 

図 2-3-2 合計特殊出生率の推移（日本・中国全体・韓国） 

 
データ出所：日本は厚生労働省「人口動態統計」、韓国は統計庁ＨＰ「人口動態統計」、中国は若林・聶(2012,p.126)の
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都市部と農村部で構成される全国の数値を用いた。 

注 1．中国は、若林・聶(2012)の計算に基づく合計特殊出生率の数値である。1996 年から 2000 年は基になる複数の統計

書によって複数の数値が記載されているため中央値を記載する。図示しないものの、都市部と農村部別の数値が年によ

っては得られるが、2001 年以降をみると都市部が 1 前後、農村部は 2以下である。したがって現在、微増傾向であると

はいえない。 

 

2.4 まとめ：ジェンダー・ダイバ－シティ経営に関する課題 

本章についてまとめる。2.1 でＧＧＧＩのうち経済分野の数値を分析したところ、日本

における「ジェンダー・ダイバーシティ経営」に関する課題は、“管理的職業の男女比”（雇

用の質）、“賃金の男女差”（企業収益への貢献）、および“労働力”（雇用量）が導出された。

2.2 では、日中韓 3カ国は高度経済成長期は終わっており、特に日本は経済成長を持続的に

していく必要があることが分かった。また 2.3 で、女性は、人口減少に歯止めをかける生

む性としてのライフの役割と、現在は男性に比べて潜在的な労働力であるため将来は就業

ワークの拡大が可能な性としての役割の、二重の役割を期待されているといえる。無論、

実現のためには、男女共に育児などのライフの役割と労働供給するワークの役割の二重役

割を負担していく必要がある。加えて、2.1 で既述のように、ＧＧＧＩ経済分野スコアのう

ち日中韓 3 カ国で日本が唯一 下位の“管理的職業の男女比”については、2006 年に韓国

で「積極的雇用改善措置」が施行された影響があるかもしれない。 

したがって、特に日本の「ジェンダー・ダイバーシティ経営」に関して、次章において

日中韓 3カ国比較により実状を分析する課題は、次の 5つである。 

1.管理的職業の男女差にみる雇用の質 （→本稿 3.3） 

2.企業の収益と女性活用 （→本稿 3.1） 

3.労働力率の男女差にみる女性雇用量の増大 （→本稿 3.2） 

4.ワークライフバランスの達成を通じて、男女共に二重役割を負担 （→本稿 3.4） 

5. 韓国における「積極的雇用改善措置」の実状と効果 （→本稿 3.5） 

 加えて、調査対象企業は、中国は都市部に限定して、日本および韓国と比較する。理由

は、日中韓 3 カ国における男女別の業種割合（図 2-2-4）を同様にし、就業をとりまく環境

という前提を 3 カ国で揃えるためである。しかし、女性の第 2 次産業就業者割合は、日本

および韓国では約 14％であるが、中国のみ 30.0％で男性に近い構造である点が異なる。 

さらに本稿 3 で実状を分析する場合、中国は北京市・上海市・広州市という経済発展の

牽引役で、中国では何事につけ先駆的な三大都市に限定した結果である点が、日韓とは異

なる。また日本は過去に調査されたデータであり、企業調査ではなく従業員調査のみに設

問項目があるため、3 カ国比較ができない課題がある。本稿の中韓企業調査は母集団からの

サンプルであるが、日本データは産業構成などやや偏りがある点も留意すべき点である。 
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３．調査結果データを用いたジェンダー・ダイバーシティ経営の分析 

本章では、ジェンダー・ダイバーシティ経営に関して次の課題を、本稿の調査結果デー

タを用いて、分析する。3.1 は企業における収益と女性活用および CSR の日中韓比較、3.2

で企業による女性雇用“量”の日中韓比較、3.3 では昇進という女性雇用の“質”の日中韓比

較、3.4 はワークライフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較、および 3.5 では韓国

における積極的雇用改善措置制度が女性雇用に及ぼす影響である。なお集計結果は、原則

として日中韓 3 カ国別に加え、男女別・企業規模（中企業・大企業）別・産業（第 2 次産

業・第 3次産業）別に表す21。 

 

3.1 企業における収益と女性活用、および CSR の日中韓比較 

現在、企業には多様な役割がある。市場経済においては、企業が将来に亘り無期限に事

業を継続していくものであるという前提に立てば、前年度より多い利益をあげる必要があ

り、生産性の向上が求められる。中国は、1949 年から 1978 年まで計画経済が導入されてい

たため「国有企業」（「国営企業」のこと）のみであったが、1978 年には改革開放政策が採

用され、市場経済に移行した。然しながら順調に進まず、1992 年に鄧小平国家主席（当時）

が南巡講話をおこなうなどして、二桁の経済成長が始まった。1990 年代半ばには国有企業

改革が本格化し、その後、民営化が進んできた。 近では逆に「国進民退」といわれる巨

大国有企業の中国経済における支配力の拡大が問題視される側面も認められる。また韓国

でも、財閥企業の支配力が拡大しているといわれる。 

本節では、各国企業の財務状況についてみたあと、収益性の傾向を検討し、さらに収益

と企業における女性活用との関係について若干の分析を加え、 後にＣＳＲに関する各国

の取り組みと回答結果を検討する。 

まず、表 3-1-1 は、中国・韓国・日本 3 カ国の調査対象企業の財務状況を、規模別・産

業別・に確認したものである22。日本では、資本金は第 2次産業のほうが高いが、売上高・

各種利益・固定資産・中間投入費は第 3 次産業のほうが高くなっている。但し、大企業の

営業利益および経常利益は第 2 次産業のほうが高い。中国は、中企業ではすべての数値で

第 3 次産業が高い。大企業は資本金・売上高・固定資産・中間投入は第 2 次産業のほうが

高いが、各種利益は第 3次産業に及ばない。韓国では、両企業規模における全ての数値で、

第 2次産業が優っている。 

利益だけを取り上げると、第 2 次産業のほうが優っているのは、日本の大企業、および

韓国の両企業規模である。一方、第 3 次産業のほうが高いのは、日本の中企業、および中

国の両企業規模ということが分かった。 

 

                                                  
21 本章を通じて、企業規模別に集計値を表すのは、p.5 の 1.3.1 に記載の通り、本調査は「母集団に従い、

ソフト・クオータ（割り当て）を採用した。…基準は、①三大産業分類、②企業規模（従業員数）、③都市

の 3階層」だからである。実際に規模別の集計結果をみると、傾向が異なることが多いことが分かる。 
22 中国企業の設問に用いた財務項目は、劉麗曙氏(一橋大学)にアドバイスをいただいた。 
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表 3-1-1 企業の財務データ（中国・韓国・日本） 

 
注1． 中国および韓国調査では、ケース数は表 1-4-1 にあるとおりで、無回答は無い。数値前年の中国および韓国調

査の数値は調査前年の 2012 年、日本調査は同様に 2009 年のものである。青いマーカーは、両産業を比べて高

いほうの数値に付した。 

注 2．韓国の資本金を除く財務状況はスケールで回答されているため、次のように数値を当てた（Ｗ：ウォン）。①売上

高：1）10 億Ｗ未満→10 億Ｗ、2）10-49 億Ｗ→25 億Ｗ、3）50-99 億Ｗ→75 億Ｗ、4）100-299 億Ｗ→200 億Ｗ、5）300-499

億Ｗ→400 億Ｗ、6）500-999 億Ｗ→750 億Ｗ、7）1000-2999 億Ｗ→2000 億Ｗ、8）3000 億Ｗ以上→3000 億Ｗ．②売上総

利益：1）売上高の 5%未満→5％、2）売上高の 5-9.9%→7.5％、3）売上高の 10-14.9%→12.5％、4）売上高の 15-19.9%

→17.5％、5）売上高の 20%→20％．③営業利益：1）1億Ｗ未満→1 億Ｗ、2）1-4 億 9 千万Ｗ→2.5 億Ｗ、3）5-9 億 9 千

万Ｗ→7.5 億Ｗ、4）10-14 億 9 千万Ｗ→12.5 億Ｗ、5）15-19 億 9 千万Ｗ→17.5 億Ｗ、6）20-29 億 9 千万Ｗ→25 億Ｗ、

7）30-49 億 9 千万Ｗ→40 億Ｗ、8）50 億Ｗ以上→50 億Ｗ．④経常利益：1）1億Ｗ未満→1 億Ｗ、2）1-2 億 9千万Ｗ→2

億Ｗ、3）3-5 億 9 千万Ｗ→4 億Ｗ、4）6-9 億 9 千万Ｗ→8 億Ｗ、5）10-14 億 9 千万Ｗ→12.5 億Ｗ、6）15-19 億 9 千万

Ｗ→17.5 億Ｗ、7）20 億-29 億 9千万Ｗ→25 億Ｗ、8）30 億Ｗ以上→30 億Ｗ．⑤固定資産総額：1）5 億Ｗ未満→5億Ｗ、

2）5-9 億 9千万Ｗ→7.5 億Ｗ、3）10-49 億 9 千万Ｗ→30 億Ｗ、4）50-99 億 9 千万Ｗ→75 億Ｗ、5）100-299 億 9 千万Ｗ

→200 億Ｗ、6）300-499 億 9 千万Ｗ→400 億Ｗ、7）500-999 億 9 千万Ｗ→750 億Ｗ、8）1000 億Ｗ以上→1000 億Ｗ．⑥

中間投入費（材料費）：1）売上高の 30%未満→30％、2）売上高の 30-39%→35％、3）売上高の 40-49%→45％、4）売上

高の 50-59%→55％、5）売上高の 60-69%→65％、6）売上高の 70-79%→75％、7）売上高の 80%以上→80％． 

（単位） 資本金（単体） 1）売上高 2）売上総利益 3）営業利益 4）経常利益
5）固定資産

総額
6）中間投入費

（材料費）

平均 千元 80777 237707 31736 30989 36410 174360 165304
標準誤差 14080 41704 7842 7771 8299 24089 32999

平均 千元 104827 297527 54234 52354 48393 242620 206314
標準誤差 18116 54376 9670 9359 9974 41650 42795

平均 千元 5304546 7567927 359241 358428 568591 3949724 6378172
標準誤差 3770955 3898440 124554 124515 273815 1875661 3553837

平均 千元 1088405 4067280 692722 691048 686378 2677622 2927952
標準誤差 494233 991107 325706 325730 293683 917955 715010

平均 万ウォン 1032790 8738889 1053669 234670 146190 3343750 4391359
標準誤差 372969 780594 109526 19096 11533 315664 488526

平均 万ウォン 975289 6310435 943545 158423 115000 2282273 3416130
標準誤差 258319 775604 137962 18099 11549 306342 500415

平均 万ウォン 5357352 22129630 2891204 359074 232963 7754630 11855769
標準誤差 2528466 1627224 341783 37876 21623 615528 1139958

平均 万ウォン 2239616 10496154 1671146 248143 166757 4050714 5340500
標準誤差 1318848 1795692 350234 37362 19035 696721 1065470

平均 万円 33632 758738 115207 16229 16383 ― ―
標準誤差 6318 32153 6501 2513 2434 ― ―

平均 万円 26075 2100308 259888 26071 162483 ― ―
標準誤差 3914 370253 19350 4362 135566 ― ―

平均 万円 1222385 14820002 2205689 348920 431683 ― ―
標準誤差 215543 2358653 498432 140105 124901 ― ―

平均 万円 66684 23729188 2397021 325410 386518 ― ―
標準誤差 28427 10473747 444165 97170 121873 ― ―

参考：
【日本】

中企業
第2次産業

第3次産業

大企業

第2次産業

第3次産業

【韓国】
（注2）

中企業
第2次産業

第3次産業

大企業

第2次産業

第3次産業

【中国】

中企業
第2次産業

第3次産業

大企業

第2次産業

第3次産業



25 
 

 

次に、各国企業の収益性の傾向をみる。収益性を表す指標として、ＲＯＳ（Return On 

Sales：売上高利益率）やＲＯＡ（Return On Assets：総資産利益率）がある。ここで、Ｒ

ＯＳは[利益÷売上高]で計算され、企業の収益力や、回転率を表す効率性の指標として用

いられる。但し、事業の拡大か縮小かに関わらず、販売戦略に応じて当該数値が低下する

可能性があるため、厳密にはトレンドなども併せて検討する必要がある。ＲＯＡは[利益÷

総資産]で計算され、事業に投下された資産がどれくらい利益を獲得したかを示す。また利

益も、既述のように多様であるが、営業利益や経常利益などがある。“経常利益”は、本来

の営業活動から生じた“営業利益”に、“営業外利益”を加え“営業外費用”を減じて算出

されるため、企業の当該期間の業績に基づく指標といえる。 

 図 3-1-1 は、調査結果データを用いて経常利益に基づくＲＯＳを計算し、各国における

ＲＯＳの分布を表したものである。中国では、負の値も一部あるが、正の 40.0 台半ばまで

多く分布しており、 高で 80.0 にまで及ぶ。つまり中国は実質ＧＤＰ成長率が概ね 10％以

上の高度成長期から落ち着いて安定成長期になったとはいえ７％程度の成長が続いており、

図 3-1-1 にも反映されているといえよう（図 2-2-2）。韓国は、図の注にも記載したとおり

スケールを正の値で実数化しているためすべてがプラスになっているが、実際には僅かで

あろうが負の値もある。大半が正の値ではあるが 20.0 までに収まっている。すなわち韓国

はＯＥＣＤ諸国の一員として安定成長期にあり、後述の日本と同程度の範囲で分布してい

ると考えられる。日本は、正と負の 20.0 に正規分布している。特に負の値が半数以上ある

のは、日本のみが 2009 年末から翌年にかけての調査であり、2008 年夏のリーマンショック

による不況の影響があると考えられる。 
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図 3-1-1 各国企業におけるＲＯＳの分布（中国・韓国・日本） 

 

 

注．韓国デ－タに負の値がないのは、図 3-1-1 の注 2 にあるとおり「1 億ウォン未満」の回答を正の値に置き換えたた

めである。但し、本稿での記載はないが当該設問への実数の回答結果も 102 社/305 社(33％)あり、営業利益および経常

利益には負の値もある。 
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 さらに企業における女性活用と収益との関係について、若干の推定をおこなった。表3-1-2

が推定結果である。企業収益ＲＯＳに、“正社員の女性比率”、“管理職の女性比率”、およ

び“経営層の女性比率”がどのような影響を及ぼすかを実証分析により明らかにする。日

本企業では、収益性と“管理職の女性比率”や“役員に女性がいること”に正の相関が認

められる。因果関係は分からないが、管理職の女性比率が高い企業や、女性役員がいる企

業は収益が高いことを意味する。中国企業は、収益性と“正社員の女性比率”に正の相関

が、“経営層の女性比率”とは負の相関がある。すなわち正社員の女性比率が高い企業は収

益が高く、経営層の女性比率が高い企業ほど収益は低いといえる。韓国企業では、収益性

と“経営層の女性比率”に正の相関がある。つまり経営層の女性比率が高い企業ほど収益

も高いことを意味する。但し、因果関係までは分からないうえ、他の指標や利益を用いて

詳細な分析をすべきであり、他稿に譲る。 

 

表 3-1-2 企業の収益性と女性活用の推定結果（日本・中国・韓国） 

 
注1． すべてのモデルは、ＲＯＳ（＝経常利益÷売上高）の対数を被説明変数として、Tobit モデルで推定した。 

注2． 日本企業の収益性分析では他の説明変数として、第 2次産業ダミー・大規模企業ダミー・勤続年数・4年制大

学以上卒業者比率（男女計）・法を上回る育児休暇制度ありダミー・女性に結婚・妊娠・育児退職慣行ありダ

ミーを用いている。日本の“経営層の女性比率”は、“役員に女性がいる企業ダミー”を用いた。推定の結果、

“管理職の女性比率”は 19％で統計的有意になり、“経営層の女性比率”は 16％で有意であった。 

注3． 中国企業の収益性分析では他の説明変数として、第 2次産業ダミー・500 人以上規模企業ダミー・上海市ダミ

ー・広州市ダミー・勤続年数（男女計）・4年制大学以上卒業者比率（男女計）・女性が育休を取りやすい企業

ダミー・女性従業員採用を増やそうとしている企業ダミー・女性活用推進が戦略的課題第 10 位以内の企業ダ

ミー・CSR:ステイクホルダーに配慮した経営の企業ダミーを用いた。推定の結果、“正社員の女性比率”は 0.2％

で統計的有意になり、“経営層の女性比率”は 7％で有意になった。 

注4． 韓国企業の収益性分析では他の説明変数として、第 2 次産業ダミー・500 人以上規模企業ダミー・300-499 人

規模企業ダミー・勤続年数（男女計）・4年制大学以上卒業者比率（男女計）・女性が育休を取りやすい企業ダ

ミー・女性従業員採用を増やそうとしている企業ダミー・女性活用推進が戦略的課題第 10 位以内の企業ダミ

ー・CSR:ステイクホルダーに配慮した経営の企業ダミーを用いている。推定の結果、“経営層の女性比率”は

17％で有意であった。 

 

 後に、企業がダイバーシティやワークライフバランスを取り込む場合、利益のみなら

ず、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任）として環境や多様な

ステイクホルダーに配慮した経営が求められる。したがって、株主・顧客・従業員・得意

先・地域社会、さらに将来の世代など広義のステイクホルダーを対象にＣＳＲを果たして

いくことになる[Orlitzky et al.(2003)]。 

 図 3-1-2 により、ＣＳＲの実状についての回答結果を検討する23。中国では、“1)倫理綱         

領がある”企業が 87％であるが、“2)企業倫理・ＣＳＲの担当部門がある”企業は 65％程 

                                                  
23 ＣＳＲの経営学的知識および設問は、本橋潤子氏(産業能率大学総合研究所)にアドバイスをいただいた。 

日本（注2） 中国（注3） 韓国（注4）
(1) 正社員の女性比率 × 収益性（LN_ROS)：＋ ×

(2) 管理職の女性比率 収益性（LN_ROS)：＋ × ×

(3) 経営層の女性比率 収益性（LN_ROS)：＋ 収益性（LN_ROS)：－ 収益性（LN_ROS)：＋

推定モデル
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度に留まる。一方で、“3)従業員への教育研修を定期的におこなっている”企業、“4)環境

に配慮した経営をおこなっている”企業、および“5)株主・顧客・従業員・得意先・地域

社会などにも配慮した経営をおこなっている”企業が大半を占める。2012 年までの中国は

高度経済成長期であったが、大気汚染を含む公害問題は深刻化している。担当部署はなく、

行動の程度は分からないものの、問題意識は高まっていると考えられる。 

一方、韓国の回答は「わからない」が各問 10％程度あるが、回答者が人事担当の管理職

以上（本稿 1.4）であることを考慮すると「ない」という回答に等しいと捉えることが妥当

であろう。あるいは、ＣＳＲ部門などの有無が分からないこと自体が、ＣＳＲ意識の低さ

を表しているといえる。図 3-1-2 をみると、“1)倫理綱領がある”企業が 80％であるが、“2)

企業倫理・CSR の担当部門がある”企業はおよそ 60％から 70％に留まる。その他の項目は、

中企業のほうが大企業よりもＣＳＲ経営企業の割合が高い。“3)従業員への教育研修を定期

的におこなっている”中企業は 75.7％、大企業で 90.0％、“4)環境に配慮した経営をおこ

なっている”のは、同 68.9％、84.3％、“5)株主・顧客・従業員・得意先・地域社会などに

も配慮した経営をおこなっている”に関しては、同 79.1％、90.0％である。 

 

 ＣＳＲの発展を、日中韓 3 カ国別にみていく。日本においては、1970 年代から「企業の

社会的責任」という言葉がいち早く用いられていた。但し、企業利益の実現が主たる目的

で、ＣＳＲの実施を切り離して利益実現後とみなし、従たる目的と捉えられる傾向が認め

られる。また大企業を中心に実施されており、多数の中小企業で実現されているとはいえ

ない。例えば、日本の代表的な経済者団体の一つである日本経済団体連合会におけるＣＳ

Ｒの具体的内容をみると、「企業は、これまで以上に消費者の安全確保や環境に配慮した活

動に取り組むなど、株主・投資家、消費者、取引先、従業員、地域社会をはじめとする企

業を取り巻く幅広いステークホルダーとの対話を通じて、その期待に応え、信頼を得るよ

う努めるべきである。…さらには、人権問題や貧困問題への関心の高まりを受けて、グロ

ーバルな視野をもってこれらの課題に対応することが重要である。」という24。 

 中国政府および企業がＣＳＲに取り組む現行の姿勢は、2005年に「公司法」を改正して

ＣＳＲ条項を追加したことに始まり、2008年には中国社会科学院（ＣＡＳＳ）研究学部（院

内の各経済研究所の総括部門）に企業社会責任研究センターを設置したことに続く。翌年、

同センターは国際基準に基づくＣＳＲ報告評価基準“ＣＡＳＳ-ＣＳＲ1.0”を発表し、『Ｃ

ＳＲ発展指数報告』を毎年、公表している。これを受けて、中国企業のＣＳＲ報告書の発

行企業数は、2008年の155社から、2009年には625社に急増し、2012年は1,187社に倍増して

いる。中国国務院発展研究中心企業研究所(2012)によると、中国のＣＳＲの定義は、ＣＳ

Ｒとしては一般的な経済的責任・法的責任・倫理的責任として雇用創出や環境改善も含ま

れるが、慈善的責任が追加されていることが特徴である。本稿の中国調査対象は、公営企

業・株式会社・外資企業が97.0％を占めており、株式会社では無い民間企業は全体の3.0％

                                                  
24 社団法人 日本経済団体連合会ＨＰ「企業行動憲章」の序文（2010 年 9 月 14 日改訂）より引用した。 
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のみであり（本稿 表1-3-5）、三大都市の北京市・上海市・広州市である。したがって、

中国全体の企業を牽引する企業であることに留意されたい。また米国では、取締役の半数

以上を社外取締役が占めることで、社外取締役による監視という機能がある。しかし清家・

馬(2005)によると、中国の取締役は内部昇進者および持株会社からの役員派遣などが中心

のため、社外取締役が少ない。したがって社外取締役が経営の監視をする機能は果たして

いないことが多いという。 

 韓国におけるＣＳＲの取り組みは、企業を中心に展開されてきたといえる。政府は、2002

年に環境部が環境報告書のガイドラインを開発し、2006 年には持続可能経営の支援のため

「産業発展法」の改訂案を成立させ、翌年「持続可能発展基本法」を成立させた。ＣＳＲ

への関心は、1990 年代に 盛期を迎えた市民運動に伴い認識され始め、2000 年頃までは財

閥企業を中心に批判対策を兼ねた社会貢献活動であったが、2006 年以後は不祥事対策とし

てコンプライアンスの要素も出てきたという。 
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図 3-1-2 ＣＳＲ（企業の社会的責任）の実状（中国・韓国）（単位：％） 

 

 

3.2 企業による女性雇用“量”の日中韓比較 

 まず、企業がどのような比率で多様な男女の就業者を雇用しているかを、日中韓 3 カ国

について明らかにする。表 3-2-1 は中国および韓国、表 3-2-2 で日本について表す。本稿

1.5 で既述のように、中韓と日本で調査対象や調査方法が異なることに留意されたい。 

“経営層”の女性比率は、中国で 30％前後、韓国では一桁である。日本の女性役員は、

中企業の 11.9％の企業で、大企業では同 7.1％の企業において存在する。おそらく女性役員

がいる企業でも、一企業に 1 人というケースが大半であると考えると、女性比率は非常に

低いことが分かる。“部長と課長クラス”の女性比率は、中国で 4 割弱、韓国では中企業で
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各 7.7％と 14.9％、大企業では 4.9％と 17.4％である。中企業のほうが部長の女性比率が高

く、逆に大企業では課長の女性比率が高い。日本では、同比率は非常に低く、大企業の部

長の 0.9％から、 大でも中企業の課長で 3.1％である。日中韓の基準を揃えて“ホワイト

カラーの正規従業員”の女性比率をみると、中国は 50％強で、中企業で 30％強、大企業で

40％台半ばであるが、日本はおよそ 20％に留まる。 

 次に、就業者の人的資本の一つの指標として、3 カ国の高校および高等教育の実状および

進学率を各国の統計書に基づいて比較する。まず日本の進学率をみると25、高等学校等へは

女性 97.1％・男性 96.5％である。高校の授業料無償化が実施されているが、導入以前から

時系列でみて概ね100％に近い。高校卒業後の進路は、四年制大学が女性44.9％・男性49.6％、

短期大学は同 10.6％・1.3％であり、高校卒業後の大学等への進学率は同 55.5％、50.9％で

女性のほうが 4.6 ポイント高い。これらに専門学校の同 20.5％・13.6％を加えると、高校

卒業後の高等教育への進学率は女性 76.0％・男性 64.5％となり女性のほうが 11.5 ポイント

高くなっている。次に中国における進路のうち26、筆者の計算した中学から高校への進学率

（男女計、以下同じ。）は 50.9％で女子生徒比率は 49.4％、高校から四年制大学への進学

率は 47.3％で女子学生比率は 51.0％、短期大学への進学率も高いため四年制・短期大学へ

の進学率も高く 87.0％で女子学生比率は 51.4％に上る。但し、中国では飛び級制度や、義

務教育後の職業学校、高校卒業後の職業技術学院の他、成人教育も広く普及している点が

他と異なる。 後に韓国における進学率をみると27、高等学校等には男女計 99.7％、就学率

は同 97.6％である。高校卒業後の進学率は、四年制大学が女性 54.5％・男性 54.2％、短期

大学は同 26.0％・23.4％であり、大学等への進学率は同 80.5％、77.6％で女性のほうが 2.9

ポイント高い。 

本調査データを用いて、表 3-2-1 上部分の“四年制大学以上卒”の女性比率を比較する。

ここで、中韓と日本で数値の対象が異なるので留意されたい。中国は男女の“四年制大学

以上卒業者”数が同程度であるのに比べ、韓国は中企業で 3 割程度、大企業では 4 割程度

と比率が異なることが分かる。表の下部分の女性割合では、中国は、男性 100 に対する女

                                                  
25 日本は、文部科学省『学校基本調査』（2013 年 3 月卒業者調査）による。「高等学校等」では、中学校卒

業者等のうち、高等学校等・高等専門学校に進学した者の割合であるが、通信制課程（本科）への進学者

は含まない。「四年制大学・短期大学」は、入学者数（過年度高卒者等を含む）を 3年前の中学卒業者等で

除した割合であるが、通信制への入学者は含まない。なお、「専門学校」の卒業者は、準学士の「称号」

を授与される。2005 年 10 月の学校教育法改正により、米国など諸外国に倣い、短期大学修了者には短期

大学士という「学位」が授与されるようになった。専門学校も短大も、大半が 2 年制であり、四年制大学

への編入学が可能である。 
26 中国は、教育部発展計画司編『中国教育統計年鑑』（2012 年調査）（国家統計局『中国統計年鑑』、表 20-2）

の数値に基づき、筆者が計算した。各進学率は、次の式による。高校進学率（50.9％）＝高校入学者（8,446,071

人）÷中学卒業者（16,607,751 人）、四年制大学進学率（47.3％）＝四年制大学入学者（3,740,574 人）÷

高校卒業者（7,915,046 人）、四年制・短期大学進学率（87.0％）＝四年制・短大入学者（6,888,336 人）

÷高校卒業者（7,915,046 人）である。なお計算式は本稿と異なるが、南・牧野・羅(2008)の図 5-1 に 2005

年までの進学率が示されていて参考になる。また、飛び級制度について『人口普査調査』（2010 年、上巻、

表 4-1）によると、大学在学者は 18 歳以上で急増するが、 も若ければ 10 歳の大学生もいる。 
27 韓国は、高校等進学率・就学率は韓国教育科学技術部（日本の省に相当）・教育開発院「教育統計分析

資料集」（2010 年調査）、大学等進学率は教育開発院『教育統計年鑑』（2010 年調査）に基づく。 
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性割合が 100 をいくらか超えている。韓国でも 100 前後で、男女が概ね同割合といえる。

一方、日本は、“男性正規従業員中の四年制大学卒業者割合”の数値は中企業 59.9％、大企

業 74.7％で、中韓の男性よりも高く、男性の高学歴傾向が認められる。然しながら、“女性

正規従業員の中の四年制大女性割合”の数値は大企業が 51.6％で中韓の中間程度であるが、

中企業では同 28.2％と低い。 

すなわち、女性の労働供給量を職位などのレベル別にみると、日中韓共に男性に比べて

低い。なかでも日本は、正社員・管理職・経営層の全レベルにおける女性比率が、3 カ国で

も低い。同比率は、中国が も高く、韓国も日本よりは高い。但し、中韓においても、

上位の管理職の女性比率は低い。また人的資本の観点から就学についてみると、日本では

短期大学および職業専門学校まで加えると、高等教育進学の男女差は殆どないが、四年制

大学に限定すると、中韓との差が認められる。 

 

表 3-2-1 従業員属性別にみる女性比率など（中国・韓国、企業規模別） 

 
注１． 太字の数値は、女性比率が 40％超の場合に付す。 

注 2．管理者のうち、中国の表では、部長クラスは「上層管理幹部」、課長クラスは「中級管理幹部」、係長クラスは「下

級管理幹部」を表す。日中韓共に、部長クラスおよび課長クラスが管理職であり、係長クラスは管理職ではない。 

女性（人） 男性（人）
女性比率

(％)
女性（人） 男性（人）

女性比率
(％)

女性（人） 男性（人）
女性比率

(％)
女性（人） 男性（人）

女性比率
（％）

経営層 2.5 5.9 29.3 6.3 11.7 35.1 0.6 6.9 8.0 0.6 11.6 4.6
うち生え抜き 0.78 2.51 23.7 2.44 5.40 31.1 0.18 2.22 7.6 0.11 2.53 4.3
社外取締役 0.13 0.24 35.6 0.25 0.82 23.1 0.09 0.96 8.9 0.09 2.20 3.8
部長クラス （正規） 2.6 4.0 39.2 9.4 14.9 38.7 0.97 11.7 7.7 1.8 35.5 4.9
課長クラス （正規） 6.3 9.7 39.5 29.0 45.2 39.1 4.4 25.5 14.9 15.6 74.3 17.4
係長クラス （正規） 13.0 16.7 43.6 92.9 108.5 46.1 6.9 19.7 26.0 23.9 57.0 29.6
役職無し （正規） 107.9 116.0 48.2 1643.3 1898.8 46.4 31.4 68.7 31.3 242.8 238.2 50.5
正規従業員(計) （正規） 133.2 155.1 46.2 1783.6 2085.3 46.1 44.6 135.7 24.7 284.9 421.3 40.3
非正規従業員 （非正規） 0.19 0.29 40.0 1.93 6.00 24.3 2.8 9.4 23.0 86.4 71.1 54.9
全従業員（合計） 133.4 155.4 46.2 1785.5 2091.3 46.1 47.4 145.1 24.6 371.3 492.3 43.0
外国籍正規従業員 （正規） 0.40 0.52 43.2 0.77 0.88 46.7 0.29 1.52 15.8 0.38 0.98 27.8
外国籍非正規従業員 （非正規） 0.00 0.00 ― 0.00 0.00 ― 0.02 0.04 27.6 0.23 0.06 80.3
正規ホワイトカラー （正規） 99.9 98.7 50.3 1170.5 995.1 54.0 37.2 77.9 32.3 179.7 209.7 46.1
非正規ホワイトカラー （非正規） 0.67 0.00 ― 5.63 0.00 ― 5.87 8.01 42.3 193.27 99.43 66.0
正規ブルーカラー （正規） 30.3 47.7 38.8 604.1 1072.3 36.0 14.0 53.9 20.7 121.3 211.0 36.5
非正規ブルーカラー （非正規） 12.0 19.0 38.7 18.8 60.6 23.6 4.6 22.7 16.9 8.2 42.7 16.2
都市戸籍 （正規） 94.5 99.0 48.8 1046.6 1241.4 45.7 ― ― ― ― ― ―
農村戸籍 （正規） 35.3 46.9 42.9 727.2 825.2 46.8 ― ― ― ― ― ―
四年制大学以上卒 （正規） 87.6 96.2 47.7 930.3 1064.1 46.6 30.6 77.0 28.5 143.0 228.6 38.5

四年制大学以上卒÷正規従業員計 65.8% 62.0% 106.2 52.2% 51.0% 102.2 68.7% 56.7% 121.2 50.2% 54.3% 92.5

【中国】 【韓国】
中企業 大企業 中企業 大企業

＊参考（一社当たり）
女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）

女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）

女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）

女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）
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表 3-2-2 従業員属性別にみる女性比率など（日本、企業規模別） 

 
注 1．当該数値は、「役員か執行役員に女性有り」企業の、全企業に対する比率を示した。 

注 2．「役職無し」の人数は、正規従業員数から部長および課長の人数を差し引いて、筆者が計算した。 

注 3．企業調査は 1,200 ケース、従業員調査は 6,433 ケースである。 

 

 次に、企業における女性雇用量拡大の実状をみる。まず図 3-2-1 によると、女性社員

を増やそうとしていると回答したのは、中国では中企業で 63.3％、大企業が 70.3％と相対

的に高く、韓国は中企業で 38.3％と低いが、大企業では 68.6％と高くなる。大企業のほう

が、取り組みが積極的といえる。但し、図 3-2-2 でさらに産業別にみると、中国では第 2

次産業の大中企業・第 3 次産業の大企業で積極的であるが、韓国では第 3 次産業の大企業

のみが積極的といえる。特に中国の第 2次産業は日韓に比べて女性の雇用者も多いうえ（本

稿 図 2-2-4）、中企業では出稼ぎ女性を多数雇用していることも要因の一つかもしれない。

韓国では、大企業対象の「積極的雇用改善措置制度」の効果や、第 3 次産業における先進

国の女性雇用の特徴として「雇用の女性化」により女性を多用してきたことが背景にある

と考えられる。 

 

図 3-2-1 「貴社では、女性社員を増やそうとしているか」の回答（企業規模別）(単位：％) 

 

注1． 無回答および非該当は無く、ケース数は表 1-5-1 に従う。 

 

女性（人） 男性（人）
女性比率

(％)
女性（人） 男性（人）

女性比率
（％）

役員か執行役員に女性有り(注1) （正規） ― ― 11.9 ― ― 7.1
部長 （正規） 0.09 7.6 1.1 0.45 50.2 0.9
課長 （正規） 0.58 17.9 3.1 3.62 160.7 2.2
役職無し（注2） （正規） 36.5 112.7 24.4 284.9 1001.1 22.2
正規従業員(計) （正規） 37.1 138.2 21.2 289.0 1212.0 19.3

四年制大学以上卒 （正規） 28.2 59.9 47.1 51.6 74.7 69.0

参考：【日本】（企業調査）
中企業 大企業

参考：【日本】（従業員調査）
女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）

女性の中
の該当者
比率(％)

男性の中
の該当者
比率(％)

女性割合
（男性
=100）

68.6 

38.3 

70.3 

63.3 

31.4 

61.7 

29.7 

36.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大企業

中企業

大企業

中企業

【韓
国

】
【中

国
】

はい いいえ
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図 3-2-2 「貴社では、女性社員を増やそうとしているか」の回答（企業規模別、産業別）

(単位：％) 

 

注１． 無回答および非該当は無く、ケース数は表 1-5-1 に従う。 

 

さらに、女性社員の積極的採用の是非に関わらず、全企業における具体的な方策をみる。

中韓企業共に、中企業では「何もしていない」と回答した企業が も多く、企業規模で傾

向が異なる。具体的には、中国は両規模企業共に「社内メンター制度」が全企業の 3 割強

で も高く、「女性社員のスキル育成プログラム」が 3割前後で続く。また「経営層のコミ

ットメント」も 2割強と高い。韓国では、「人材多様化の企業文化の醸成」が も高く、大

企業の 37.1％、中企業は 23.4％である。中企業には、先の質問で「女性社員を増やそうと

していない」と回答した企業が多いが（61.7％）、「人材多様化」の必要性を認識している

企業も認められる。さらに大企業は「女性社員のスキル育成プログラム」や「社内メンタ

ー制度」と実践的な方策が続く。 

すなわち、中国では即効的な方策の採用企業比率が高く、「経営層のコミットメント」も

2割強で採用されている。韓国は企業文化という概念的で包括的な取り組みが認識されてい

るものの、大企業と中企業で温度差がある。背景には、中国では既に女性社員比率を一定

程度保持しており、経営層の女性比率も相対的に高いことがある。また韓国では、本稿 3.5

で後述するように、本稿で定義する「大企業」のうち 500 人以上規模企業を対象にした「積

極的雇用改善措置制度」により、女性の雇用率や、管理職の女性登用率の目標を設定し達

成するように計画を立てる必要がある。 

 

 

 

 

76.2

57.1

39.2

37.3

69.4

71.2

54.4

75.3

23.8

42.9

60.8

62.7

30.6

28.8
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24.7
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表 3-2-3 女性社員を増やすために採用している方法（複数回答、単位：％） 

 

注１． ケース数は表 1-5-1 に従う。。 

注２． 網掛けは、第 2位までの数値と、本文で特筆した数値に付す。 

注 3．図 3-2-1 および図 3-2-2 で、「女性社員を増やそうとしているか」という設問の回答に関わらず、全ての企業から

回答を得ている。したがって、全企業を 100 とした割合を表す。 

 

後に、図 3-2-3 を用いて、各企業における戦略的課題のうちの「女性活用推進」の重

要度をみる。10 位以内と回答したのは、中国では中企業で 82.4％、大企業が 74.2％と相対

的に高く、韓国は中企業で 32.0％と低いが、大企業では 44.2％と高くなる。なお、

McKinsey&Company (2012,図 6)によると、上位 10 位以内という回答は、日本で 25％、中国

27％、韓国 48％で、アジア 10 カ国の平均は 30％である。なお、欧州の平均は 53％と相対

的に高い28。「戦略的課題」の捉え方にもよるが、中国では戦略的課題のうちの女性活用推

進の重要度の高さは、女性就業者比率が高いことを併せると（表 3-2-1）、整合的といえる。

また韓国の数値は、当該調査が上場企業対象であり、本稿の調査の大企業程度ということ

であれば、妥当な数値である。 

日本では大企業においても、まだ戦略的課題の上位に含まれていない可能性がある。女

性比率が低いうえ、上位の課題でもないとすると、経営層の実行力が求められる。 

 

 

 

 

 

                                                  
28 当該数値の基になる調査“Women Matter: An Asian Perspective”（2012年実施）は、アジア10カ国の

上場企業745社を対象に実施し、1,500人の上級管理職にアンケートをおこなっている。国別の調査対象企

業数は、日本154ケース、中国162ケース、韓国132ケース、アジア全体で1,623ケースとある[同、図9]。し

たがって本稿の対象企業のほうが、母集団を考慮し、企業数も多いため、中韓の現実をより反映している

側面もあると考えられる。当該調査は、大沢真知子氏（日本女子大学）にご紹介いただいた。 

中企業 大企業 中企業 大企業
 1）経営層のコミットメント 20.6 23.8 0.9 4.3
 2）取締役への女性登用 11.1 7.9 3.0 8.6

 3）人材多様化の企業文化の醸成 12.1 14.9 23.4 37.1
 4）社内メンター制度 35.2 33.7 7.2 21.4

 5）女性社員のスキル育成プログラム 28.6 32.7 6.8 25.7
 6）女性社員ネットワーキング 16.1 15.8 11.1 18.6

 7）短時間勤務 16.1 19.8 3.4 15.7
 8）在宅勤務 11.1 6.9 1.3 0.0

 9）社内保育施設 9.0 12.9 2.6 11.4
 10）管理職への女性登用率の目標設定 3.0 2.0 9.8 20.0

11) 何もしていない 36.7 29.7 48.9 30.0
12) わからない／無回答 0.0 0.0 23.0 12.9

【中国】 【韓国】



36 
 

図 3-2-3．各企業における戦略的課題のうちの「女性活用推進」の重要度(単位：％) 

 
注 1．ケース数は表 1-5-1 のとおりである。 
注２． 図 3-2-1 および図 3-2-2 で、「女性社員を増やそうとしているか」という設問に「いいえ」と回答した企業を

含め、全企業から回答を得ている。したがって、全企業を 100 とした割合を表す。 

 

3.3 昇進という女性雇用の“質”の日中韓比較 

冒頭で既述のように、企業における女性の活用には、量と質の側面がある。前者は女性

就業者数の増加であるが、後者は管理職や経営層における女性比率の上昇と考える29。 

まず、各国における管理職の定義は、中国と韓国で異なる。一般に中国では、部長クラ

スは「高層管理者である部長(中国語：ブーチャン)」、課長クラスは「中層管理者である科

長(クェチャン)」、係長クラスは「下層管理者である係長（シーチャン）」に相当する。韓

国は、部長クラスは「部長（韓国語：プジャンニム）」、課長クラスは「課長（クァジャン

ニム）」および「次長（チャジャンニム）」、係長クラスは「代理（テリニム）」に相当する。

但し、日本同様、中韓共に部長と課長クラスが管理職であり、厳密には係長クラスは管理

職ではない30。 

運用面を考慮し、労働条件などの実状を挙げる。日本では、管理職には労働時間・休憩・

休日に関する規定が適用されず、時間外労働の割増賃金の支払い義務は無い。中国におい

ては、例外を除き、管理職とはいえ時間外労働には割増賃金を支払う義務が生ずる。例外

は「不定労働制」（不定時工作制）を適用された労働者である。これは企業が労働時間以外

の基準を設定したうえで、個々に労働時間や休憩などを決める裁量労働制であり、部長ク

                                                  
29 女性活用の“質”における具体的な研究課題には他にも、相対的にみて就業者に就業時間の裁量がある

「専門職」の研究や、「女性企業家」の研究も考えられる。 
30 韓国調査において、役職無しの社員がゼロの企業が 2 ケースあった。他にも管理職が多い企業が複数認

められる。韓国現地調査会社によると、過去数年の韓国経済の減速により大学新規卒業者の採用が減って

いる影響があると考えられるとのことであった。過去 10 年間で、中間管理職が増え、役職無しのほうが少

ない企業も散見されるようになったという。また、営業職など業種によっては、対外的に何らかの役職が

あるほうが顧客との信頼感につながることも要因にある。 
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ラスや外勤従業員などに適用できる。ここで中国の労働法における法定労働時間は、１日 8

時間、１週 40 時間であり、時間外労働に対する割増賃金率は高い。また労働時間・休憩・

休日・賃金について具体的に明示した契約を、個々の就業者と結ばねばならない。韓国は

長時間労働が問題となり労働時間の短縮化に努めているが、ＯＥＣＤ諸国で も労働時間

が長い（本稿 3.4）。2004 年から段階的に法定労働時間の週 40 時間が導入され、2011 年に

全企業が対象になったばかりであり、時間外労働の割増賃金率も低い31。 

次に、企業がどのような割合で女性管理者を活用しているかを、日中韓 3 カ国について

明らかにする。表 3-3-1 は中国および韓国、表 3-3-2 で日本について表す。職位・男女別

人数は表 3-2-1 および表 3-2-2 の再掲であるが、ここでは男性を 100 とした場合の女性割

合を表す。中国では、部長クラスと課長クラスの女性割合が両企業規模共に 60％台である。

韓国は、部長クラスが一桁、課長クラスが 20％程度である。日本は、既述のように中韓と

調査対象や調査方法が異なるので単純な比較はできないが（本稿 1.4）、部長クラスと課長

クラスで一桁と低い。但し、日本における 100 人以上規模の全企業の職位別男女別総数を

みると、男性を 100 とした場合の女性割合は、係長クラスでは 16.9％、課長クラスは 19.4％、

部長クラスでは 5.1％という32。したがって、実際には日韓は同様であると考えられる。 

中国および韓国における管理職の年齢構造を、表 3-3-3 を用いてみる。役職があり、且

つ女性比率が 40％以上のケースには網掛けを付す。中国では、後述する男女別定年制に従

い、50 歳以上の女性従業員はいなかった。また韓国における部長クラスの 20 歳代などはケ

ース数が少ないため、女性比率を記載しない。 

中国では、部長クラスは 40 歳代が中心で、課長クラスが 30 歳代から 40 歳代、係長クラ

スは 20 歳代から 40 歳代に亘る。韓国は、部長クラスが 40 歳代から 50 歳代、課長クラス

は 30 歳代から 40 歳代、係長クラスでは 30 歳代が中心である。中国の大企業における従業

員数は、韓国や日本に比べて一桁多いことも要因の一つであろうが、20 歳代の女性の活用

も認められる。一方、日本の役職者の中心の年齢層は、係長クラスが 30 歳代後半から 40

歳代、課長クラスは 30 歳代後半から 50 歳代前半、部長クラスでは 40 歳代から 50 歳代前

半である[厚生労働省(2013) 『賃金構造基本統計調査（平成 24 年版）』]。脇田(2003)によ

ると、広義の日本的雇用システムの一つで「遅い昇進」と呼ばれる。 

職位・男女別の労働条件について、表 3-3-1 および表 3-3-2 を用いて、日中韓 3 カ国で比 

                                                  
31 韓国の「勤労基準法」（日本の「労働基準法」に相当）によると、時間外労働・深夜労働(22 時から 6

時)・休日労働に関する賃金の割増率は通常賃金の 50％以上であり、時間外労働は週当たり 12 時間以内と

規定されている。但し、週 40 時間移行後 3 年間は、時間外労働の 初の 4時間分の割増率は 25％で、時

間外労働は週 16 時間以内である。また現行制度では、休日労働は時間外労働の限度時間には含まれない。 
32  

 
データ出所：厚生労働省(2013)『賃金構造基本統計調査（平成 24 年版）』（企業規模 100 人以上,産業計,学歴計）. 
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較、検討する。年間賃金は、中国では概ね男女同等という結果である33。韓国は、ケース数

が非常に少ない中企業の部長クラスと課長クラスを除くと、男性のほうが女性よりも高い。

日本の従業員調査データも、両クラス、および両企業規模共に男性のほうが高くなってい

る。 

中国においては、週間就業時間、週間就業日数、および勤続年数は、男女同程度である。

但し大企業では、週間就業日数および勤続年数が、男性のほうが女性よりも僅かに長い。

韓国では、週間就業時間および週間就業日数は、男女同程度であるが、女性のほうが僅か

に短い。さらに勤続年数をみると、係長クラスを除いて男性のほうが長い。要因として、

管理職である部長と課長クラスでは、「積極的雇用改善措置制度」の導入により、クオータ

制ではないが、男性に優先して女性を昇進させたことが考えられる（本稿 3.5）。一方、日

本の従業員調査データでは、週間就業時間は男性のほうがやや長く、週間就業日数は概ね

同程度である。然しながら勤続年数をみると、女性のほうが昇進にやや長い年数を要する

傾向が認められる。 

定年制についてみる。日本は、法定の定年は男女共に 60 歳であるが、2013 年 4 月の「高

齢者雇用安定法」（正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」）の改訂により、

定年後に希望した従業員を 65 歳まで継続雇用する制度の導入が企業に義務付けられた。中

国では「男女別定年制」34が採用されており、50 歳以上の女性の労働力率は激減する(本稿 

図 3-4-2)。本稿の調査対象企業では、女性 50 歳、男性 60 歳が概ね採用されているようで

ある。一方、韓国では、2016 年に 60 歳定年制が導入されることになっている。本調査デー

タによると、男女・企業規模・職位に関わらず、概ね 57 歳程度である。 

 

 

 

 

 

 
                                                  
33 中国の男女間賃金格差が生じていないのは、本調査が企業調査であることが要因の一つと考える。中国

の就業者調査データを用いた石塚（2006; 2010a）など多数の先行研究により、男女間賃金格差が存在する

ことが導出されている。 
34 石塚(2010a,第 2 章)によると、中国では 1954 年の憲法制定において、「国家が労働者の定年制度を実施

し、定年後の労働者の生活は国家と社会に保障される」とし、「男女平等政策」方針が採用された。1957

年の国務院「労働者・職員の定年処遇に関する暫定規定」によると、国有企業の定年が女性労働者 50 歳、

同職員 55 歳、男性労働者・職員 60 歳、但し重労動者では女性 45 歳、男性 55 歳である。また 1951 年およ

び 1953 年の「労働保険条例」では、男性労働者・職員は満 60 歳、合計勤続年数満 25 年、当該企業の勤続

年数満 5 年の場合に、一方、女性労働者・職員は満 50 歳、合計勤続年数満 20 年、当該企業の勤続年数満

5年の場合に、定年退職により養老年金を受けることができる。両制度は、現在においても効力を有する。

さらに上層部の幹部女性は 60 歳に延長ということもある。但し特に民間企業の就業者にとって、中国労働

市場は流動的といえる。定年が男女で異なるにも拘らず、「男女平等政策」というのは矛盾しているように

みえる。しかし計画経済の下、都市部では退職後の生活が保障されていたのである。女性が男性より低い

年齢で定年を迎えられることは、当時の中国政府の女性保護政策という側面もあり、実際に多くの女性た

ちからも歓迎されたという。 
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表 3-3-1 職位別にみる女性割合と労働条件など（中国・韓国） 

 
注 1．賃金、実働時間、実働日数は、2012 年の平均的な数値として回答を得ている。 

注 2．韓国の年間賃金は次のスケールに従い、スケールの番号の平均値を示す。スケール番号は、1）2000 万ウォン未満、

2）2000-2400 万ウォン、3）2500-2900 万ウォン、4）3000-3400 万ウォン、5）3500-3900 万ウォン、6）4000-4400 万ウ

ォン、7）4500-4900 万ウォン、8）5000-5900 万ウォン、9）6000-6900 万ウォン、10）7000 万ウォン、である。 
 

女性(人) 男性(人)
女性割合

（男性=100）
女性(人) 男性(人)

女性割合
（男性=100）

女性(人) 男性(人)
女性割合

（男性=100）
女性(人) 男性(人)

女性割合
（男性=100）

従業員数 部長クラス 2.6 4.0 64.4 9.4 14.9 63.2 0.97 11.7 8.3 1.8 35.5 5.1
　（単位：人） 課長クラス 6.3 9.7 65.2 29.0 45.2 64.2 4.4 25.5 17.4 15.6 74.3 21.0

係長クラス 13.0 16.7 77.4 92.9 108.5 85.6 6.9 19.7 35.1 23.9 57.0 42.0
役職無し 107.9 116.0 93.1 1643.3 1898.8 86.5 31.4 68.7 45.6 242.8 238.2 101.9

年間賃金(税引前)（注2） 部長クラス 204.5 202.6 100.9 185.9 188.9 98.4 7.2 6.9 ― 7.8 7.9 ―
　（単位：中国は、千元） 課長クラス 105.9 106.6 99.4 106.9 106.1 100.8 5.3 5.6 ― 6.1 6.3 ―

係長クラス 66.4 66.3 100.1 67.9 67.6 100.5 3.8 4.1 ― 4.4 4.7 ―
役職無し 39.4 39.5 99.8 39.1 39.7 98.5 2.4 2.8 ― 2.8 3.5 ―
非正規 26.7 26.7 100.0 30.0 29.4 102.0 2.0 2.6 ― 2.0 2.7 ―

週間総就業時間 部長クラス 7.93 7.93 99.9 7.97 7.98 99.9 8.17 8.31 98.3 8.44 8.45 100.0
　（単位：時間） 課長クラス 8.05 8.05 100.0 8.10 8.10 100.0 8.21 8.35 98.3 8.34 8.52 97.8

係長クラス 8.15 8.16 99.9 8.13 8.13 100.0 8.22 8.37 98.2 8.40 8.53 98.5
役職無し 8.16 8.17 99.9 8.15 8.15 100.0 8.23 8.30 99.2 8.38 8.56 97.9

週間総就業日数 部長クラス 5.08 5.09 99.9 5.14 5.15 99.81 5.04 5.08 99.1 5.04 5.09 98.9
　（単位：日） 課長クラス 5.10 5.10 100.0 5.14 5.15 99.81 5.05 5.07 99.6 5.02 5.07 98.9

係長クラス 5.11 5.11 100.0 5.14 5.15 99.81 5.07 5.07 99.9 5.05 5.09 99.2
役職無し 5.11 5.11 100.1 5.15 5.16 99.81 5.10 5.13 99.2 5.06 5.12 98.9

勤続年数 部長クラス 12.8 12.6 101.4 13.3 13.5 99.2 9.4 11.1 85.0 12.4 12.7 98.1
　（単位：年） 課長クラス 8.57 8.52 100.6 9.27 9.26 100.1 7.8 8.1 95.4 9.0 9.7 93.5

係長クラス 5.50 5.35 102.9 5.62 5.68 99.0 5.47 5.45 100.4 6.0 5.7 105.1

役職無し 3.27 3.22 101.6 3.35 3.32 100.9 3.79 3.82 99.4 4.2 5.2 80.8
定年退職年齢 部長クラス 50.9 60.1 84.6 51.0 60.4 84.4 57.5 57.6 99.9 58.2 57.8 100.6
　（単位：歳） 課長クラス 50.6 60.1 84.2 50.6 60.2 84.1 57.3 57.5 99.7 57.9 57.8 100.2

係長クラス 50.5 60.1 84.1 50.4 60.2 83.7 57.3 57.3 99.9 57.7 57.7 100.1
役職無し 50.5 60.1 84.1 50.4 60.1 83.8 57.5 57.5 99.9 57.8 57.9 99.9

中企業 大企業 中企業 大企業

【中国】 【韓国】
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表 3-3-2 職位別にみる女性割合と労働条件など（日本） 

データ出所：「WLB 日本調査」のうち、「企業調査データ」に「従業員調査データ」を結合したデータセットを、企業規

模分類したものである。 終的に用いた企業調査データは 1,200 ケース、従業員調査データは 6,433 ケースである。 

注 1．結合データセットのうち、従業員数は「企業調査データ」部分、他の項目は「従業員調査データ」部分に基づく。 

注 2．女性の部長は、中企業が 7 ケース、大企業は 2ケ－スであったため、適切な数値が得られない。 

注 3．賃金、実働時間、実働日数は、2009 年の平均的な数値である。 

注 4．“役職無し”の従業員数は、正規従業員数から部長および課長の人数を差し引いて、筆者が計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 男性
女性割合

（男性=100）
女性 男性

女性割合
（男性=100）

従業員数 部長クラス 0.09 7.59 1.1 0.45 50.2 0.9
　（単位：人） 課長クラス 0.58 17.89 3.2 3.6 160.7 2.3

係長クラス ― ― ― ― ― ―
役職無し 36.5 112.7 24.4 284.9 1001.1 22.2

年間賃金(税引前) 部長クラス ― 765.7 ― ― 950.4 ―
　（単位：万円） 課長クラス 512.5 617.0 83.1 670.0 718.7 93.2

係長クラス 407.1 486.9 83.6 471.5 571.1 82.5
役職無し 297.8 386.3 77.1 350.2 455.1 76.9

週間総就業時間 部長クラス ― 46.4 ― ― 45.8 ―
　（単位：時間） 課長クラス 45.5 47.3 96.2 46.1 46.6 99.1

係長クラス 43.5 45.5 95.4 41.2 45.4 90.7
役職無し 41.8 45.2 92.6 41.7 44.3 93.9

週間総就業日数 部長クラス ― 5.19 ― ― 5.08 ―
　（単位：日） 課長クラス 5.17 5.21 99.3 5.23 5.14 101.8

係長クラス 5.22 5.20 100.5 4.99 5.09 98.0
役職無し 5.14 5.13 100.2 5.07 5.07 99.9

勤続年数 部長クラス ― 23.2 ― ― 25.1 ―
　（単位：年） 課長クラス 22.5 20.9 107.8 21.9 22.3 98.5

係長クラス 17.9 15.5 115.3 17.8 17.0 104.7
役職無し 9.6 8.1 118.6 9.6 8.3 115.3

参考：【日本】
（企業調査・従業員調査）

大企業中企業
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表 3-3-3 職位・年齢別にみる女性割合（中国・韓国） 

 
注１． 網掛けは、役職が有り女性比率が 40％以上の場合に付す。 

注２． 中国における 50 歳以上の女性は、男女別定年制の関係で本調査では該当者がいないので、少数のないゼロとす

る。 
注３． 女性比率を記載しないセルは、ケース数が少ないことによる。 

 

表 3-3-4 で、正規従業員の給与に反映されるものについてみる。中国の両企業規模で

高値の項目は、“個人の業績”であるのに比べ、韓国では同様に“勤続年数”である。次い

で高いのは、両国で“個人の職務遂行能力”となっている。但し、中国の中企業規模の第 2

位は、“企業の業績”である。 

中国が個人の業績すなわち結果を重視するのに比べ、韓国は勤続年数という年功的な賃

金になっていることが分かる。但し両国共に、“個人の職務遂行能力”は重視している。 

女性
(人)

男性
(人)

女性比率
(％)

女性
(人)

男性
(人)

女性比率
(％)

女性
(人)

男性
(人)

女性比率
(％)

女性
(人)

男性
(人)

女性比率
(％)

20歳代以下 0.02 0.09 ― 0.60 0.65 48.0 0 0.03 ― 0 0 ―
30歳代 0.7 1.1 40 .0 3.5 4.4 44.3 0.59 0.61 49.1 0.3 1.3 20 .6
40歳代 2.1 1.9 53 .3 5.3 7.3 42.1 2.0 7.4 21.2 3.7 24.5 13 .1

50歳以上 0 1.0 ― 0 2.6 ― 0.5 4.1 10.6 0.7 11.9 5 .3
合計 2.6 4.0 39 .2 9.4 14.9 38.7 1.0 11.7 7.7 1 .8 35 .5 4 .9

20歳代以下 0.6 1.0 35 .9 4.6 6.5 41.6 0.21 0.25 ― 0.9 0.2 78 .9
30歳代 2.8 3.5 44 .4 14.5 18.5 44.0 4.5 12.9 25.9 12.7 30.7 29 .3
40歳代 2.9 3.5 45 .3 9.9 15.1 39.7 2.0 11.7 14.8 4.8 39.9 10 .8

50歳以上 0 1.6 ― 0 5.2 ― 0.07 2.2 2.9 0.4 5.8 6 .7
合計 6.3 9.7 39 .5 29.0 45.2 39.1 4.4 25.5 14.9 15 .6 74 .3 17 .4

20歳代以下 4.6 3.9 54 .5 30.5 24.9 55.0 1.9 2.3 45.0 6.6 5.5 54 .6
30歳代 5.1 6.2 45 .1 37.8 46.5 44.8 6.7 16.8 28.5 17.9 47.2 27 .5
40歳代 3.2 4.9 39 .8 24.6 27.9 46.9 0.5 2.5 17.5 2.4 6.6 26 .5

50歳以上 0 1.8 ― 0 9.2 ― 0.05 0.74 6.4 0.5 2.1 19 .5
合計 13.0 13.7 48 .6 92.9 164.9 36.0 6.9 12.6 35.5 23 .9 49 .5 32 .6

20歳代以下 35.7 16.7 68 .1 561.1 108.5 83.8 12.6 19.7 39.0 130.0 57.0 69 .5
30歳代 41.1 33.2 55 .3 641.3 646.7 49.8 8.6 22.0 28.1 51.7 83.5 38 .2
40歳代 31.1 39.8 43 .9 440.8 675.1 39.5 6.4 21.4 23.1 35.4 68.8 34 .0

50歳以上 0 29.2 ― 0 412.1 ― 4.6 14.3 24.2 32.8 43.5 43 .0
合計 107.9 116.0 48 .2 1643.3 1898.8 46.4 31.4 68.7 31.3 242 .8 238 .2 50 .5

20歳代以下 40.9 21.7 65 .3 596.8 140.5 80.9 14.7 22.3 39.7 137.5 62.7 68 .7
30歳代 49.8 44.1 53 .0 697.1 716.0 49.3 20.4 52.3 28.1 82.7 162.6 33 .7
40歳代 39.4 50.1 44 .0 480.7 725.4 39.9 11.0 43.0 20.3 46.4 139.7 24 .9

50歳以上 0 33.6 ― 0 429.1 ― 5.2 21.4 19.5 34.4 63.2 35 .2
合計 130.1 149.5 46 .5 1774.6 2011.0 46.9 51.2 138.9 26.9 301 .0 428 .2 41 .3

20歳代以下 0 1.7 ― 0 24.0 ― 4.2 8.9 32.2 60.8 51.4 54 .2
30歳代 5.0 5.3 48 .4 9.6 19.9 32.6 4.2 11.8 26.3 51.3 42.5 54 .7
40歳代 7.7 10.3 42 .6 14.8 12.2 54.7 1.6 6.0 20.6 45.7 25.9 63 .8

50歳以上 0 1.7 ― 0 4.5 ― 0.5 4.1 11.4 43.7 22.4 66 .1
合計 0.2 0.3 40 .0 1.9 6.0 24.3 2.8 9.4 23.0 86 .4 71 .1 54 .9

非正規従業
員

【中国】 【韓国】
中企業 大企業 中企業

部長クラス

課長クラス

係長クラス

役職無し

正規従業員
計

大企業
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表 3-3-4 正規従業員の給与に反映されるもの（中国・韓国、複数回答）（単位：社、％） 

 

注 1．表 1-5-1 のケースに従う。 

注 2．網掛けは、採用割合が全調査対象企業の 50％を超えた項目に付す。 
 

後に、管理職に求められる主な能力のうち、 も重視する項目について、中韓両国の

結果を表 3-3-5 にまとめる。また参考として、日本の結果を表 3-3-6 に挙げる。 

部長クラスに必要な要件は、中国と韓国とで異なる。中国は、男女・両企業規模共に“ビ

ジョン・政策立案力”および“戦略的思考”が も高い。韓国では、同様に“リーダーシ

ップ”や“部下の管理・育成能力”を重視している。但し“戦略的思考”も 10％から 20％

程度は必要としている。参考として日本は、中国同様“ビジョン・政策立案力”および“戦

略的思考”が も高く、次いで“リーダーシップ”である。 

課長クラスでは、中国の女性は概ね“リーダーシップ”や“部下の管理・育成能力”で

あるが、大企業の第 3 次産業では“コミュニケーション能力”が 32.7％と高い。男性は第

2 次産業で“リーダーシップ”、第 3 次産業は“部下の管理・育成能力”である。韓国は男

女共に、概ね“問題形成・解決能力”が も高いが、大企業の第 3 次産業だけは“部下の

管理・育成能力”が 40％台と高い。日本は、概ね“部下の管理・育成能力”が も高いが、

中企業のみ“リーダーシップ”である。 

係長クラスは、中国と韓国では男女共に“業務の遂行能力・知識”を も重視している

企業割合が高い。但し、韓国ではおよそ 60％から 70％台と高いが、中国は 30％前後で相対

的に低い。韓国の中企業では“貴社での、一定以上の勤続年数”も 10％程度の企業が重視

している。 

中国で次に高い項目は、男女・企業規模・産業別により異なる。女性の中企業は“コミ

ュニケーション能力”が高く、大企業では“問題形成・解決能力”と続く。男性の中企業

では“コミュニケーション能力”が高いが、大企業は“部下の管理・育成能力”である。

中企業の第 2 次産業において、男女共通なのは“貴社での、一定以上の勤続年数”が高い

ことである。製造業などの第 2 次産業では、勤続年数が指標になるということである。一

方、韓国では、中企業の男女で勤続年数を重視している企業が全体の 10％程度ある。大企

度数（社） 割合（％） 度数（社） 割合（％） 度数（社） 割合（％） 度数（社） 割合（％）
1）年齢 10 5.0 5 5.0 30 12.8 6 8.6
2）勤続年数 51 25.6 34 33.7 186 79.1 54 77.1
3）職務内容 82 41.2 36 35.6 114 48.5 32 45.7
4）個人の業績 135 67.8 62 61.4 105 44.7 30 42.9
5）個人の職務遂行能力 81 40.7 54 53.5 140 59.6 40 57.1
6） 個人 の仕 事へ の取 り組
み姿勢

43 21.6 33 32.7 30 12.8 5 7.1

7）企業の業績 98 49.2 39 38.6 53 22.6 25 35.7
8）その他 0 0.0 0 0.0 4 1.7 3 4.3

【中国】 【韓国】
中企業 大企業 中企業 大企業
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業は男女で“問題形成・解決能力”が高い。日本は、中韓同様“業務の遂行能力・知識”

の選択割合が も高く、“コミュニケーション能力”と続く。 

まとめると、部長、課長、係長と 3つのクラス分けをした場合、各に求められる要件は、

日中韓 3 カ国において男女で大きく異ならないことが分かった。但し、日本と中国は同様

であるが、韓国は若干異なる傾向があることが認められた。具体的に部長クラスでは、日

中では部長自らの“ビジョン・政策立案力”および“戦略的思考”を求めるが、韓国では

指導的な“リーダーシップ”や“部下の管理・育成能力”が重要とされる。課長クラスは、

日中が指導的な“リーダーシップ”や“部下の管理・育成能力”であるが、韓国は的確な

判断を伴う“問題形成・解決能力”や、大企業では指導的な“部下の管理・育成能力”が

高い。係長クラスでは、日中韓 3 カ国で即戦力である“業務の遂行能力・知識”を も重

視している企業割合が高い。 
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表 3-3-5 職位別にみる求められる能力（中国・韓国、最も重視する項目）（単位：％） 

 

注 1．各区分において、 も割合が高い項目に網掛けを付した。 

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 0.0 8.8 1.9 0.0 2.7 6.4 0.0 4.8
ビジョン・政策立案力 30.6 39.5 42.3 34.7 11.8 5.6 17.9 14.3
戦略的思考 27.1 32.5 36.5 28.6 19.1 14.4 17.9 11.9
リーダーシップ 23.5 7.9 7.7 20.4 32.7 29.6 25.0 45.2
部下の管理・育成能力 10.6 4.4 3.8 8.2 20.0 23.2 32.1 14.3
問題形成・解決能力 1.2 7.0 0.0 2.0 4.5 8.8 3.6 2.4
業務の遂行能力・知識 1.2 0.0 1.9 2.0 5.5 4.8 3.6 4.8
コミュニケーション能力 5.9 0.0 3.8 0.0 2.7 5.6 0.0 0.0
人脈 0.0 0.0 1.9 4.1 0.9 1.6 0.0 2.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 1.2 1.8 3.8 0.0 2.7 2.4 3.6 2.4
ビジョン・政策立案力 4.7 0.0 5.8 0.0 4.5 2.4 3.6 0.0
戦略的思考 4.7 3.5 9.6 0.0 15.5 7.2 7.1 7.1
リーダーシップ 23.5 26.3 23.1 18.4 6.4 5.6 3.6 9.5
部下の管理・育成能力 24.7 20.2 17.3 20.4 19.1 24.8 10.7 42.9
問題形成・解決能力 16.5 18.4 7.7 20.4 28.2 32.8 60.7 21.4
業務の遂行能力・知識 7.1 12.3 7.7 8.2 16.4 19.2 10.7 11.9
コミュニケーション能力 11.8 11.4 21.2 32.7 7.3 4.8 0.0 4.8
人脈 4.7 6.1 3.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
(中国のみ)共産党員であること 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 11.8 5.3 3.8 2.0 12.7 10.4 3.6 4.8
ビジョン・政策立案力 3.5 1.8 0.0 4.1 2.7 0.0 3.6 4.8
戦略的思考 4.7 1.8 3.8 0.0 3.6 1.6 0.0 0.0
リーダーシップ 3.5 5.3 15.4 6.1 0.9 1.6 0.0 2.4
部下の管理・育成能力 5.9 6.1 9.6 8.2 0.9 0.8 0.0 0.0
問題形成・解決能力 8.2 17.5 23.1 18.4 11.8 8.0 7.1 14.3
業務の遂行能力・知識 30.6 26.3 30.8 34.7 57.3 67.2 78.6 66.7
コミュニケーション能力 25.9 19.3 5.8 18.4 9.1 9.6 7.1 7.1
人脈 4.7 16.7 5.8 8.2 0.9 0.8 0.0 0.0
女性であること 1.2 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 3.5 2.6 1.9 0.0 2.7 5.6 0.0 4.8
ビジョン・政策立案力 30.6 44.7 40.4 36.7 16.4 8.8 17.9 16.7
戦略的思考 31.8 24.6 30.8 22.4 17.3 14.4 17.9 11.9
リーダーシップ 25.9 15.8 19.2 26.5 32.7 33.6 25.0 42.9
部下の管理・育成能力 5.9 4.4 1.9 6.1 20.0 21.6 28.6 14.3
問題形成・解決能力 1.2 7.9 1.9 2.0 3.6 7.2 3.6 2.4
業務の遂行能力・知識 1.2 0.0 1.9 2.0 3.6 4.0 3.6 4.8
コミュニケーション能力 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.4 0.0 0.0
人脈 0.0 0.0 1.9 4.1 0.9 2.4 3.6 2.4
男性であること 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 1.2 3.5 1.9 2.0 0.9 2.4 0.0 2.4
ビジョン・政策立案力 5.9 0.9 5.8 2.0 4.5 5.6 7.1 2.4
戦略的思考 5.9 2.6 5.8 0.0 12.7 6.4 7.1 11.9
リーダーシップ 29.4 15.8 28.8 18.4 7.3 7.2 3.6 9.5
部下の管理・育成能力 27.1 28.1 17.3 26.5 23.6 27.2 17.9 40.5
問題形成・解決能力 11.8 11.4 7.7 20.4 26.4 31.2 57.1 19.0
業務の遂行能力・知識 3.5 9.6 11.5 14.3 18.2 16.8 7.1 11.9
コミュニケーション能力 9.4 18.4 15.4 16.3 5.5 2.4 0.0 2.4
人脈 4.7 9.6 5.8 0.0 0.9 0.8 0.0 0.0
(中国のみ)共産党員であること 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業 第2次産業 第3次産業

貴社での、一定以上の勤続年数 17.6 7.0 7.7 8.2 10.9 10.4 3.6 4.8
ビジョン・政策立案力 4.7 0.9 3.8 2.0 2.7 0.8 3.6 4.8
戦略的思考 5.9 1.8 0.0 2.0 5.5 2.4 0.0 2.4
リーダーシップ 7.1 4.4 15.4 6.1 1.8 0.8 0.0 2.4
部下の管理・育成能力 9.4 20.2 19.2 20.4 1.8 2.4 0.0 0.0
問題形成・解決能力 8.2 7.9 11.5 8.2 11.8 10.4 7.1 16.7
業務の遂行能力・知識 28.2 21.9 26.9 34.7 62.7 63.2 78.6 61.9
コミュニケーション能力 15.3 23.7 9.6 16.3 2.7 7.2 7.1 7.1
人脈 3.5 12.3 5.8 2.0 0.0 2.4 0.0 0.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

中企業 大企業
【中国】

女性：部長クラス
【韓国】

中企業 大企業

中企業 大企業 中企業 大企業
女性：課長クラス

女性：係長クラス
中企業 大企業 中企業 大企業

男性：係長クラス
中企業 大企業 中企業 大企業

男性：課長クラス
中企業 大企業 中企業 大企業

男性：部長クラス
【中国】 【韓国】

中企業 大企業 中企業 大企業
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表 3-3-6 職位別にみる求められる能力（日本、複数回答）（単位：％） 

 
データ出所：産労総合研究所(2008)『企業と人材』(2008 年 1 月 5 日・20 日号）、表 6-1 から表 6-3 の数値に基づき、筆

者が一部計算して転載した。 

注１． 同研究所が任意抽出した 2,858 社に 2007 年 10 月から 11 月に調査を実施し、有効回答 133 社（回収率 4.7%）

の結果データに基づく。 

注２． 選択肢は他にも、経営感覚・企業家意識、チャレンジ精神・変革力、論的思考力、創造力・企画力、意思決定

力・判断力、情報収集・分析力、グローバル志向、語学力、プレゼンテーション能力、会計・財務知識があり、

1 企業当たり 5項目選択の結果である。但し、部長クラスの“経営感覚・企業家意識”以外はいずれも少数意

見であり、本稿調査との比較のため省略する。 

注３． 表中の“中企業”は従業員 299 人以下の企業、“大企業”は同 300 人以上、“第 2 次産業”は製造業、“第 3 次

産業”は非製造業である。 

注４． 各区分において、 も割合が高い項目に網掛けを付した。 

 

3.4 ワークライフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較 

ワークライフバランスとは、一般に「仕事と生活の調和」という意味である。本章では、

“市場ワーク”と、“家庭内労働（育児・家事労働など）を含むライフ”のバランスとして

用いる35。経済学では人の持ち時間に関する考え方に、市場労働時間・市場労働時間以外に

分ける「時間の二分割法」、および市場労働時間・家庭内労働時間・他の時間に分ける

Gronau(1977)の「時間の三分割法」がある。女性就業を捉える場合、特に石塚(2010a,第 1

章)で詳解し図 3-4-1 で示すように、(ⅰ)女性就業を取り巻く制度・慣行としての市場レベル

の男女差、(ⅱ)労働需要面の企業レベルの男女差、そして(ⅲ)労働供給面の家庭レベルの男

女差、の 3 つのレベルが相互に影響しあっているため、包括的な捉え方が必要と考える。 

したがって本章では、3.4.1 で(ⅱ)“市場ワーク”と、(ⅲ)“家庭内労働（家事・育児など）

                                                  
35 御船(2008)は、時間の三分割法と同様に、“市場ワーク”、“家事ワーク”、“他のライフ”のバランスと

いう視点が重要という。本稿では、言葉の定義が複雑になるため、“市場ワーク”と、“家庭内ワークを含

むライフ”のバランスと置き換えて採用する。 

部長クラス 中企業 大企業 第2次産業 第3次産業
ビジョン・政策立案力 63.6 78.6 80.7 70.3
戦略的思考 72.7 72.4 70.2 74.3
リーダーシップ 57.6 73.5 64.9 73.0
部下の管理・育成能力 54.5 47.0 45.6 51.4
問題形成・解決能力 30.3 19.4 17.5 25.7
業務の遂行能力・知識 18.2 8.2 7.0 13.5
コミュニケーション能力 18.2 19.4 17.5 20.3

課長クラス 中企業 大企業 第2次産業 第3次産業
ビジョン・政策立案力 21.9 23.5 22.8 23.3
戦略的思考 12.5 22.5 24.6 16.4
リーダーシップ 81.3 76.6 78.9 76.7

部下の管理・育成能力 71.9 88.8 84.2 84.9

問題形成・解決能力 68.8 64.2 61.4 68.5

業務の遂行能力・知識 46.9 30.6 36.8 32.9

コミュニケーション能力 34.4 39.8 33.3 42.5

係長クラス 中企業 大企業 第2次産業 第3次産業

ビジョン・政策立案力 0.0 3.7 2.0 3.1

戦略的思考 3.1 2.3 2.0 3.1

リーダーシップ 34.4 54.9 52.0 46.9

部下の管理・育成能力 18.8 54.9 50.0 40.6

問題形成・解決能力 37.5 58.5 50.0 54.7

業務の遂行能力・知識 84.4 74.4 70.0 82.8

コミュニケーション能力 59.4 67.1 66.0 64.1

参考：【日本】
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を含むライフ”の実状を男女別に明らかにし、3.4.2 では女性管理職とワークライフバラン

スの結果を示す。3.4.3 は（ⅰ）就業者を取り巻く“労働市場レベルの制度・慣行”の実状

を検討する。 

 

図 3-4-1 女性就業の分析の枠組み 

 

      注 1．石塚(2002；2010a 第 1 章)に基づき、筆者が作成した。 

 

3.4.1 企業レベルのワークと、家庭レベルのライフの実状 

初めに、(ⅱ)企業レベルの市場ワークについて検討する。本稿 2.1 でみたように、日本女

性の労働力率は日本・中国都市部・韓国のなかでは も高く、男性は 3 カ国とも概ね同程

度である。しかし、日本のＧＧＧＩのうち“労働力の男女差”のスコアは中韓 2 カ国と同

程度であり、欧米と比べると男女差は大きい（図 2-1-1、表 2-1-1）。 

それでは、年齢階級別にみる労働供給は、3カ国でどのように異なるのだろうか。図 3-4-2

を用いて、女性の年齢階級別の労働力率を概観する。日本および韓国は「Ｍ字型」カーブ

であるが、中国都市部は発展途上国に多い「キリン型」に近い「高原型」といえる。日本

女性の労働力率は、大半の年齢階級で韓国女性よりも 10 ポイント程度高い。中国都市部女

性の労働力率のほうが、日本女性よりも高いのは、30 歳から 44 歳までである。45 歳以上

になると日本女性の労働力率が も高く、中国都市部は男女別定年制で 40 歳代から 50 歳

代で定年退職する職場が一般的であり 50 歳以上で激減する。したがって、日本女性の労働

力率という労働供給量の課題は、30 歳から 44 歳までにあることが分かる。 

一方、図 3-4-3 で、男性の年齢階級別にみる労働力率を概観する。20 歳代以前では、韓

国のみが 9.0 から 24.4 ポイント低い。要因の一つは、若年男性に課せられた兵役である。

50 歳以上では、中国のみが 15.04 から 56.4 ポイント低い。主たる要因の一つは、現在の中

国は日本のようにどちらかというと固定的な労働市場ではなく、定年制も厳格なものでは

ないうえ1990年代半ばに本格化した国有企業改革以後は定年が早まる傾向が確認できるこ

とにある。然しながら、既述の中国と韓国の要因を除くと、3 カ国の男性の労働力率カーブ

は、30 歳代および 40 歳代では概ね 100％に近いという点で共通している。 

 

(ⅱ)企業レベル
＜労働需要＞：

雇用における男女差,
市場労働ワーク

(ⅲ)家庭レベル
＜労働供給＞：

家庭における性別分業,
家事・育児を含むライフ

↑

（ⅰ）市場レベル
経済（マクロ経済など）・社会（労働市場の制度・慣行など）システム

↑↑
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図 3-4-2 年齢階級別にみる女性の労働力率（日本・中国都市部・韓国・中国全体）（単位：％） 

 
データ出所：日本は総務省統計局『労働力調査』(2010 年調査)の「年齢階級別労働力率」、韓国は ILOSTAT：ILO“Yearbook 

of Labour Statistics”（2010 年調査）の「年齢階級別労働力率」である。中国は、国務院・国家統計局『中国人口セ

ンサス』(2010 年調査、中巻、表 4-2、表 4-2a)の「都市部」（城市）と全体の「就業人口」（従業者および暫時休業者）

に「失業人口」を加えた年齢階級別「経済活動人口」の数値を年齢階級別「人口」で除して、筆者が計算した数値であ

る。 

 

図 3-4-3 年齢階級別にみる男性の労働力率（日本・中国都市部・韓国・中国全体）（単位：％） 

 
データ出所：図 3-4-2 に同じ。 
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 次に、日中韓 3 カ国における女性の生涯に亘る（ⅱ）企業レベルの市場労働ワークと、（ⅲ）

家庭レベルの家事・育児等のライフの実状を、女性の年齢階級別労働力率カーブ（図 3-4-2）

を用いて検討する。まず日本女性は、大学等を卒業後、20 歳代後半に 77.1％で左のピーク

を迎え、30 歳代から 40 歳代前半では 低値 66.2％で約 10 ポイント低下し、40 歳代後半

の 75.8％で右のピークとなり、50 歳代後半が 63.3％、60 歳代前半では 45.7％に低下する

「M 字型」を描く労働力率カーブである。改正高齢者雇用制度により、2013 年 4 月から原

則として 65 歳まで雇用期間が延長された。女性の平均初婚年齢は 29.0 歳、初産の平均年

齢は 30.1 歳であるが、就業していた女性の 27.7％が結婚後に離職し、出産前に就業してい

た女性のおよそ 60％が出産後に離職しており、第 1 子出産後に就業継続（転職を含む）し

た女性は 32.8％という。また、30 歳代から 40 歳代前半の女性の非正規就業者のうち 4 割

強が、非正規就業の選択理由を「家事・育児・介護等や趣味・学習等と両立しやすい」と

している36。「M 字型」の左の山では正規従業員、右の山は非正規従業員という働き方が多

い。したがって、日本女性が 30 歳代から 40 歳代前半に就業中断したり非正規従業員化す

る主たる理由は、家事労働（育児などを含む）によるといえる。 

 中国都市女性の労働力率カーブをみると、大学等を卒業後、20 歳代後半の 79.7％から 40

歳代前半の 78.1％まで概ね水平を保ち、40 歳代後半の 68.6％、50 歳代前半が 31.6％と低

下していく、「キリン型」に近い「高原型」の労働力率カーブといえる[石塚(2012)]。中国

の平均的な都市女性についてみると、平均初婚年齢が 25.4 歳で、平均 26.3 歳で「一人っ子

政策」の下に子どもをもうけ、50 歳前後で退職し、平均 72.5 歳で寡婦となり、78.0 歳で

人生を終える37。石塚(2014a)によると、「一人っ子政策」のため原則として子どもは 大 1

人という制約、および「男女別定年制」（本稿 3.3）のため女性の退職年齢はおよそ 50 歳で

あり 60 歳の男性に比べて早いという制約の下での職業人生の設計により、20 年間から 25

年間の短い水平の労働力率カーブが描けるという。本稿の表 3-3-1 の定年退職年齢の実状を

みても、概ね女性が 50 歳、男性は 60 歳である。かつての計画経済期ほど公的の保育園は

充実していないものの、主として夫婦の母親や親せきが育児を代行し、所得が高めであれ

ば個人で家政婦を雇ったり、平日を通じて寮付きの学校に入れることも可能である[石塚

(2012)]。但し、石塚(2014a)は中国都市部で育児など家族の世話を無業の理由とする、中国

では新しい若年層の「専業主婦」が出現していることを実証分析により明らかにしている。

中国都市部は雇用労働者が中心であるが、零細の自営業者も相当数いる。図 3-4-4 を用い

て、20 歳・30 歳代の男女別ホワイトカラー正規従業員がとる就業パターンをみる。男性は

90％以上が“転職による退職”であり、労働市場が流動的であることが分かる。中国の労

働市場は、計画経済期には就業者は国家により国有企業に配置されていたため固定的であ

ったが、現在は流動的といえる38。一方、女性においても“転職により退職”するという企

                                                  
36 内閣府（2013）の、第 1部,特集,第 3節,2.女性のライフイベントと就業に基づく。但し、平均初婚年

齢および平均初産年齢は、厚生労働省「人口動態統計」による 2011 年分の公表値である。 
37 石塚(2010a)の「図表 3-9 中国女性のライフサイクルと働き方」の数値に基づく。 
38 2008 年 1 月に施行された雇用契約法により、原則として雇用労働者全員と正社員として契約書を交わす
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業が 30％前後あるが、継続就業という企業も 20％から 30％あり、“結婚・妊娠・出産によ

る退職”は 30％から 40％を占める。労働市場の特性により再就職の容易さは異なるため退

職の重さも異なる。然しながら、中国女性の離職理由のうち、家庭責任による離職が少な

くとも 3分の 1はあることが分かる。 

韓国女性の労働力率カーブは、大学等を卒業後、20 歳代後半に 69.8％で左のピークを迎

え、30 歳代では 低値 54.6％で約 15 ポイント低下し、40 歳代前半の 65.9％で右のピーク

となり、50 歳代後半が 53.3％、60 歳代前半では 41.5％に低下する「M 字型」を描く労働

力率カーブである。本稿の調査データによると、男女共に定年制は 57 強である[本稿 

3-3-1]。2016 年に、韓国では 60 歳定年制が導入される予定である。韓国女性政策研究院

(2012)によると、過去 1 年間に離職した 30 歳代前半の女性 17 万 7 千人程度のうち 46.5％

は「性別役割に基づく経歴中断」（結婚・妊娠・出産・育児・児童教育を理由とする就業中

断）である。20 歳から 39 歳の同約 72 万 6 千人において、「性別役割に基づく経歴中断」の

離職者は 25.8％と約 4 分の１を占める。家庭責任が、韓国女性の就業中断をもたらす主た

る理由の一つであることが分かる39。図 3-4-4 をみると、20 歳・30 歳代のホワイトカラー

正規従業員のうち、男女共に半数余りは結婚・出産に関わらず継続就業するという。男女

で異なるのは残りの半数足らずの辞職理由である。男性は、概ね半数全てが“転職による

退職”という企業であるが、女性は結婚・出産・育児による辞職とする企業が全体の 30％

程度で、約 15％が“転職による退職”である。すなわち韓国女性の「Ｍ字型」カーブの谷

の部分に相当する 30 歳代では、本調査による企業統計で 30％程度、政府の就業者統計では

約半数が家庭責任による離職であることが明らかになった。 

まとめると日中韓 3 カ国を平均的にみて、（ⅲ）家庭レベルの結婚・出産・育児に代表さ

れるライフの役割と、（ⅱ）企業レベルでキャリアを積んでいく役割が重なる時期である 20

歳代から 30歳代のホワイトカラーの正規従業員が採る就業パターンには共通点が認められ

る。男性と異なり、女性は家庭責任に伴う辞職を採る傾向があることが導出された。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
ことが義務付けられた。但し、筆者のインタビューによると、実際には労使双方が雇用契約を中止すると

きには、月当たり賃金の 2、3カ月程度を一時金として支給することで円満退職となることが一般的なよう

である。就業者は、キャリアアップのため転職することが多い。 
39 加えて韓国女性政策研究院(2012)は、韓国における女性雇用の現状は厳しく、30 歳代女性の就業中断率

が高く、2011 年の女性就業率は 15 年前と同程度の 48.1％に低下したとする。背景として、男女別・学歴

別にみると、大学卒女性の就業率がＯＥＣＤ33 カ国のうち 低であることを導出している。但し、30 歳代

前半の離職者のうち家庭責任という理由以外の残りでは、“自分の適性である知識・能力が活かせない”、

“上司・同僚との不和”、および“起業や家族経営のため”を離職理由としており、職種は事務職や専門職

の割合が高い。本稿の図 3-4-3 のうち約 15％を占める“転職による退職”の一部に相当すると考えられる。

また非正規就業率も高く、女性非正規就業者の労働条件および雇用安定性の確保を提言している。 
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図 3-4-4 20 歳・30 歳代の男女別ホワイトカラー正規従業員がとる就業パターン(単位：％) 

 

 

表 3-4-1 により、日中韓 3 カ国における家庭レベルのライフの実状をみる。表の上部分は

“各社の平均的な該当者数”および“女性比率”であり、表の下部分は“男女別にみる正

規従業員の該当者比率”および“男性を 100 とした場合の女性割合”である。就業者の人

的資本の一つの指標となる“四年制大学以上卒業者”は、表 3-2-1 および表 3-2-2 の再掲で

ある。日本は、中韓とは調査対象が異なるので直接の比較はできないが、男女別にみる正

規従業員中の四年制大学以上卒業者比率が低い。 

中国企業の一社当たりの“有配偶者”数のうち、女性比率は男女同様（上表）である。

しかし、男女別正規従業員中の有配偶比率（下表）は、女性が約 6 割なのに比べて、男性

は 5 割足らずで低く、男性のほうが未婚者はやや多い。一方、韓国では同比率は男女共 6

割程度（下表）であるが、そもそも男女比（上表）は 7：3 で有配偶女性の正規従業員数が

少ない。日本は、女性の中の有配偶比率が約 4 割で、同 7 割の男性と格差がある。 

“子どもあり”について、子どもの年齢別に未就学児と小中高校生に分けた。男女別の

正規従業員の中で、年齢制約のない子どもがいる比率は、中国の男女共に、中企業ではお

よそ 20％、大企業は 10％強である。各社の従業員の年齢構造などを加え、詳細な分析が必

要であるが、子どもがいない若い有配偶の従業員か、子どもが高校卒業後の 40 歳以上程度

の従業員が相当数いることが示唆される。韓国では、同比率が女性はおよそ 50％で男性（約

40％）に比べて高いが、小中高校の子どもを有する割合は大企業男性（45.3％）のほうが

女性（24.1％）の 2 倍弱で多い。日本調査データでは子どもの年齢制約のない“子どもあ

り”の比率は、男性が約 60％で女性は 30％足らずで半分である。 
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表 3-4-1 ライフ（家庭レベル）の実状（日本・中国・韓国、企業規模別）(単位：人、％) 

 

注１． 日本の“未就学児あり”の欄は、“子どもあり”（子どもの年齢制限なし）の数値である。 

注２． 太字の数値は、中国および韓国において、女性比率が 40％超の場合に付す。 

注３． 日本は従業員調査で、中国および韓国は企業調査である。また日本の数値は、「一社当たり」ではなく、調査対

象の男女別の正規従業員全員に占める、属性人数の比率ということである。 

 

3.4.2 女性管理職とワークライフバランス 

また、女性管理職が低い要因を検討する。管理者の入り口の係長クラスへの昇進の時期

は、中国では 20 歳代から 30 歳代で多く、韓国は 30 歳代が中心であり、日本は 30 歳代後

半といえる[本稿 表 3-3-3、日本は厚生労働省(2013)]。すなわち、少なくとも中国と韓国

では（ⅱ）ワークである管理職候補の入り口と、（ⅲ）家庭責任ライフの年齢は概ね一致

している。女性管理職が低い要因を、図 3-4-5 で“一般的に女性管理職・管理職候補が少

なく、男性に多い理由”の回答である“強くそう思う”および“ややそう思う”の合計値

を用いて検討する。（ⅲ）家庭レベルの要因として、唯一、女性にしかできない“2)出産・

育児”要因は、中国は 90％を超え、韓国は約 80％である。“1)家事・育児・介護”要因は、

同様に中国で約 90％、韓国では 80％程度である。両国共に、女性管理職が少ない要因のう

ち、これら家庭責任に関する要因が上位を占める。性別役割分業意識が、企業の人事にお

いても一般化していると考えられる。(ⅱ)企業レベルの他の要因をみると、中国の中企業

では“4)男性は女性よりも能力がある”が 76.9％で も低いが、他は 80％を超えている。

但し、中国では管理職の女性比率が係長クラスでは男性と同程度で、課長や部長クラスも

女性（人） 男性（人）
女性比率

(％)
女性（人） 男性（人）

女性比率
(％)

女性（人） 男性（人）
女性比率

(％)
女性（人） 男性（人）

女性比率
（％）

― ― ― ― ― ―

四年制大学以上卒 （正規） 87.6 96.2 47.7 930.3 1064.1 46.6 30.6 77.0 28.5 143.0 228.6 38.5 ― ― ― ― ― ―

有配偶者 （正規） 82.6 88.9 48.2 877.9 937.8 48.3 28.2 80.9 25.9 151.7 277.5 35.3 ― ― ― ― ― ―

未就学児あり （正規） 26.7 27.7 49.1 228.0 233.1 49.4 20.5 52.3 28.2 150.0 159.4 48.5 ― ― ― ― ― ―

小・中・高校の子どもあり （正規） 25.4 30.5 45.4 214.2 295.6 42.0 16.5 51.5 24.3 68.6 190.9 26.4 ― ― ― ― ― ―

四年制大学以上卒÷正規従業員計 65.8% 62.0% 106.2 52.2% 51.0% 102.2 68.7% 56.7% 121.2 50.2% 54.3% 92.5 28.2% 59.9% 47.1 51.6% 74.7% 69.0

有配偶者÷正規従業員計 62.0% 57.3% 108.2 49.2% 45.0% 109.4 63.3% 59.6% 106.3 53.2% 65.9% 80.8 38.9% 71.8% 54.2 40.7% 70.6% 57.6

未就学児あり÷正規従業員計 20.1% 17.9% 112.4 12.8% 11.2% 114.3 46.1% 38.6% 119.4 52.6% 37.8% 139.1 29.8% 63.9% 46.6 28.0% 59.6% 47.1

小中高の子どもあり÷正規従業員計 19.1% 19.7% 96.8 12.0% 14.2% 84.7 37.0% 38.0% 97.5 24.1% 45.3% 53.1 ― ― ― ― ― ―
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比率(％)

女性割合
（男性
=100）

女性の中
の該当者
比率(％)

【韓　国】 参考：【日　本】（従業員調査）（注1）

中企業 大企業 中企業 大企業 中企業 大企業

【中　国】
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日韓に比べて高い（本稿 表 3-3-1）。一方、韓国の(ⅱ) 企業レベルの他の要因をみると、

“4)男性は女性よりも能力があるから”が 10％半ばから 20％程度で も低く、“6)男性の

ほうが出世意欲が高い”も 30％超で低く、大企業の“5)人事決定権のあるポストに男性が

多い”も 40％足らずで低めである。他の“3)男性社員は責任ある仕事をするチャンスを与

えられる”および“7)女性のほうが長期間、働き続けようという意欲が低い人が多い”は、

50％超で相対的に高い。 

この設問は、既出の在住者調査に独自に 7)を加えたものであり、参考として就業者調査

の結果を挙げる。日本および韓国では“1)家事・育児・介護”と“２)妊娠・出産”という

要因が高く、中国および韓国は“3)男性社員は責任ある仕事をするチャンスを与えられる”

と“5)人事決定権のあるポストに男性が多い”が全体のおよそ 90％と高い[石塚(2008,図

表 2-9)]40。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
40 基になるデータは、お茶の水女子大学 COE がおこなった「F-GENS 中国/北京パネル調査 2006」およ

び「F-GENS 韓国/ソウルパネル調査 2006」と、「労働組合におけるジェンダー労働組合員調査（2004 年

実施の日本全国調査）」（平成 15 年～17 年度科学研究費補助金 基盤研究(B)(2)課題番号 15330039、代表 

篠塚英子氏）である。中国および韓国調査は、中国調査は北京市の中心地にある 8 つの区の戸籍者を対象

とし、韓国調査はソウル市在住者である。期間は、中国では予備調査を 2003 年に、本調査はパネル調査と

して 2004 年から 2007 年の毎年実施され、韓国は本調査のみパネル調査として 2003 年から 2007 年の毎

年実施されている。両国とも、概ね 1500 人にインタビュー調査としておこなわれた。但し、当該設問は

2006 年実施分の調査票にのみある。日本調査は、財団法人 連合総合生活開発研究所の協力を得て、2004
年に全国の労働組合員に実施された。回収数は 2024 ケースであり、内訳は女性 850 人、男性 1170 人であ

る。 
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図 3-4-5 一般的に女性管理職・管理職候補が少なく、男性に多い理由(単位：％) 
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3.4.3 就業者を取り巻く労働市場レベルの制度・慣行 

 図 3-4-6 を用いて、各国企業の正規従業員を対象とするワークライフバランスに関する法

制度および雇用慣行の実状をみていく。“1)養老年金制度”、“2)公的医療保険”、“4)失業保

険（韓国は雇用保険）”、および“5)有給休暇”は、概ね 100.0％の中国企業および韓国企業

であり、実際に正規従業員に利用されている。介護保険の韓国版である“3)老人長期療養保

険”は、90％超の企業で適用されている。“6)出産休暇”は、100％近くの中国企業、およ

び 9 割程度の韓国企業で利用されている。“7)育児休業制度”は、およそ 80％の中国および

韓国中企業、約 90％の韓国大企業において利用されている。但し、特に“育児休業制度”

は、次に図 3-4-7 で男女従業員に分けて詳細に検討する。中国の“住宅取得助成金”は、お

よそ 7 割から 8 割の企業で制度があり利用されている。 

 ここで、女性の就業に影響するものとして、3 カ国における介護の実状をみる。日本では、

介護保険制度が比較的充実しており、訪問介護、通所介護（デイサービス）や老人ホーム

などが利用できる。また育児介護休業法による在宅介護も可能ではあるが、家族に負担が

かかるという実情がある。中国は、介護保険など社会的支援はない。介護の中心を担うの

は、家族および介護ヘルパーの訪問介護による在宅介護である。介護のために住み込みの

使用人を雇うケースも多い41。他にも僅かではあるが、高齢者自身が出向き語り合う場とも

いえる通所介護（デイサービス）や、老人ホームも僅かにある。この分野では、日本企業

の進出も認められる。韓国では 2008 年に創設された“3)老人長期療養保険”がある。保険

料負担者は、日本が 40 歳以上であるのに比べ、韓国では健康保険の負担者すべてを対象と

しているため若年層も含まれる点が異なる。 

“9)労働組合”は、中国中企業の約3割、中国大企業の半数程度、韓国中企業の36.2％、

韓国大企業では6割足らずで制度があり運用されている。労働組合組織率（2011年）は、先

進諸国ではイギリス（26.0％）で も高く、欧州では他にも高めの国もあるものの、世界

各国で逓減している。日本は18.0％、中国では90.3％、韓国が10.1％という42。但し中国の

組織率は、石塚(2010a,図表6-8）によると国営企業（同書では「国有セクター」と記載）

では70％から80％程度であるが、民間企業（同、「非国有セクター」）で約35％であり、企

業形態により傾向が異なる。政府統計よりも、本稿の調査のほうが実状に近いと考える。

中国の労働組合（「工会」）は、日本の労働組合とは異なり、中国共産党指導部の考えを伝

えるために従業員が結成するものであるため、特に民間企業では組織率が低下している。

実際に賃金などの労働条件の交渉は、大半の従業員が参加する労働者総会でおこなわれる

[石塚(2010a,第6章)]。 

 

                                                  
41育児や家事のように、介護においても月あたり 2000～4000 元程度で、住込みの使用人を雇うケースが多

い。 
42日本は厚生労働省「平成23年労働組合基礎調査」、および韓国は雇用労働部「2011年全国労働組合組織

の現状」に基づく2011年の組織率、また中国はILO Bureau of Statisticsより2000年の数値である。 
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 図 3-4-6 正規従業員を対象とする各種制度の有無と利用状況（中国・韓国）(単位：％)
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図 3-4-7 で、男女別に育児休業制度の有無と利用に関する実状をみる。改めて男女従業

員の区別なく調査した図 3-4-6 と照合すると、中国では男女両従業員の実状を表している

が、韓国は女性従業員の実状のみを表していることが分かる。図 3-4-7 によると、韓国の

男性従業員は 4 割足らずが“制度があるが休暇が取りづらい”実状があり、女性でも 1 割

程度は同様である。また中国においては、男女共に“制度があり休暇が取れる”は約 8 割

で、“制度があるが休暇が取りづらい”は男女従業員共に 1割足らずで同様である。しかし、

残りの 1 割強の“制度がない”企業では、女性であれば“制度はないが周囲が理解するの

で休暇が取れる”企業が 5％程度ある。すなわち韓国では、育児休業取得の実状に明確な男

女差が認められる。 

 

ここで各国の産前・産後休業および育児休業制度の概要を、確認しておく。日本の「産

前・産後休業」制度は、労働基準法に基づく。使用者を対象として、出産前の 6 週間以内

（多胎妊娠の場合は 14 週間）、出産後の 8週間以内の女性の就業を禁止するものである。「育

児休業制度」43は、1992 年に創設された後、改称、改訂されてきた。内容は、子が 1 歳に

達するまでの間に取得することができ、保育所の入所不可の場合などは子が 1 歳 6 カ月ま

で取得できるものである。また、条件を満たせば休業開始時の 30％相当の育児休業基本給

付金が、職場に復帰した場合には育児休業者職場復帰給付金が支給される。加えて、解雇

や不利益な扱いの禁止などを規定している。 

中国都市部の雇用労働者を対象に、産前・産後休暇や、出産後の短時間就業制度がある44。

これらの制度は、日韓とは母性保護などは同様であるものの、1949 年の計画経済導入に伴

う男女就業の前提や、1979 年の「一人っ子政策」に代表される人口統制と関連している点

が異なる。1950 年代前半以後、中国都市部の雇用労働者を対象に、“生育保険”を含み、

養老（老齢年金）・医療・死亡・工傷・家族の 6 つの保険が創設された。ここで生育保険

とは、女性の「四期」（月経期・妊娠期・出産期・授乳期）に関する規定と保険である。

「産前・産後休暇」は、国務院「女性従業員労働保護特別規定」・労働法・「人口計画生育

条例」・地方政府毎の法令などに基づき制定されている。原則として、社会保険制度である

「生育保険」に加入している正社員が対象である。産前・産後休暇（産休）は当該女性従

業員に 14 週間が付され、産前休暇はこのうちの 2週間である。但し、「晩婚晩育」（24 歳

以上の女性が第一子を出産）のケース出産の状況や多胎児などにより日数が延長され、流

産の場合にも月数に応じた休暇週数を規定している。一般に、北京市、上海市、広州市な

どの大都市地方政府は、国の法制定に先んじて運用しており、中国政府のほうが後追いに

なることも多いなど、実際の運用は地方政府により必ずしも一致していない。給与は、産

                                                  
43 正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」である。 
44 石塚(2010a)「第 2章：中国女性の就業をとりまく経済・社会システムの歴史分析」および中国国務院

令「女性従業員労働保護特別規定」(2011 年 11 月制定)などを参考にした。 
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休直前と同等で、原則として生育保険が負担するが、企業が追加負担することも多い。国

が制定する「育児休業制度」は無いが、出産後 1 年間の「授乳休憩」（1 日につき、30 分

の授乳時間休憩を 2回）と社内託児所での保育や、「授乳休憩」の代わりの短時間就業（1

日につき 1 時間の就業時間短縮）と親族などによる保育がおこなわれ、大都市では有給の

「授乳休暇」という追加的な休業制度を企業が認めることもある。既述の「晩婚晩育」に

よる 15 日間から 30 日間の休暇延長は、北京市などの大都市では父親が育児休業のように

取得することもできるようにし始めている。また地方政府によっては独自に、子どもの母

親だけでなく父親も対象に、年当たり 10 日程度の「育児休業制度」条例の制定を進めてい

るところもある。 

韓国において、「出産休暇」制度とは、出産前後の90日間、および出産後の45日間以上の

休暇であり、90日間は標準賃金の100％の支給を規定している。「育児休業」は、子が生後3

歳未満の男女就業者を対象に、女性が10.5カ月、男性は12カ月まで付与できるというもの

である。実状をみると、育児休業取得女性就業者の平均育児休業期間は8.7か月であるが、

職場復帰して雇用を継続している女性に限定すると7.9か月に減少する。すなわち育児休業

中か育児休業後に退職する女性のほうが長く取得する傾向が認められる。雇用継続率を企

業規模別にみると100-199人規模が53.8％、200-299人では57.1％、300-999人は57.5％、1000

人以上では70.7％であり、企業規模が大きくなるほど雇用継続率は高い[韓国女性政策研究

院(2012)、表Ⅴ-15]。職種別の継続率をみると、 も低いのは管理職で40.2％で、専門職

やサービス販売職も44％程度であるが、彼女らは育児休業取得よりも出産休暇のみを使用

している割合が高い[同、表Ⅴ-17]。 

 

図 3-4-7 育児休業制度の有無と実状（中国・韓国）(単位：％) 
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図 3-4-6 では正規従業員が対象であったが、図 3-4-8 は非正規従業員を対象にした各種

制度の有無と適用状況に関する回答結果である。中国では非正規従業員を対象とした場合、

医療保険のみは約半数の企業が適用としているが、その他の制度は大半の企業が非適用で

ある。一方、韓国は、非正規従業員の労働組合加入はおよそ 20％から 30％と低い。出産休

暇や育児休業制度は、60％から 70％の中企業が非正規従業員にも適用としており、大企業

ではおよそ 80％になる。その他の制度は、本調査の対象である 100 人従業員規模以上の 80％

の企業が、非正規従業員にも適用していることが分かった。 

 

 非正規従業員の定義をまとめる。但し、いずれも各国で統一された定義があるわけでは

なく、実情に基づき大まかに確認できる定義ということである。日本における正規従業員

とは「日本的雇用慣行」（終身雇用・年功賃金・企業別組合に加え内部昇進）が適用されて

いる、すなわち期間の定めがないが暗黙の裡に定年まで雇用継続が一般に保障されており、

年功賃金制度・社会保障制度・福利厚生などが手厚く、企業別労働組合の組合員であるこ

とが多く、企業内での教育・訓練・在職年数・評価などを通じて昇進していく「従業上の

地位」の一形態をいう。欧州の多くの国では、同一労働同一賃金の下にフルタイム従業員

とパートタイム従業員を比較すると時間当たりの待遇が概ね同様である。しかし日本では

既述のように時間では測れないものが多いため、内部労働市場に属する正規従業員と、外

部労働市場の非正規従業員の壁は非常に厚く、非正規従業員が正規従業員になるのは困難

といえる[石塚(2012)]。然しながら課題は、正規従業員と非正規従業員の待遇格差である。

労働市場が「日本的雇用慣行」の下に正社員を中心に固定的になるのではなく、時間当た

りの生産性に応じた待遇により柔軟な労働市場になることはワークライフバランスの趣旨

にかなうと考える。 

中国で一般的な非正規従業員の定義は、日本や韓国とはいくらか異なる。正規従業員と

は、典型的には国有企業の「固定工」（長期労働契約の従業員）であるが、民間大手企業

の「正式工」を含むのが一般的である。一方、中国都市部における「非正規就業者」は、

株式会社や外資企業ではなく、個人企業である民間企業（中国語で「私営企業」、従業員8

人以上という明確な定義がある）や自営業（「個体戸」、従業員8人未満）に属する経営者

を含む就業者をいう。また社会主義国である中国では、「就業者」と「従業員」の明確な

区別をおこなっておらず、すなわち「非正規就業者」は「非正規従業員」に相当すると考

えてよい。「非正規従業員」とは、農村からの出稼ぎ者（「農民工」）が中心であるが、

国有企業改革などで実態として解雇された就業者、定年退職後の高齢者などが該当する。

但し、個人企業のなかには従業員規模が数千人以上の企業もあり、当該企業の経営者や従

業員も「非正規従業員」に分類することの妥当性は問題が残る[溝口(2012); 張・左紅

(2013)]。 

韓国における非正規従業員とは、雇用継続が前提ではない不確定就業者(contingent 
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worker)・期間限定就業者・短時間就業者・非典型労働者(派遣、用役、特殊雇用職、在宅

労働者)のいずれかに該当する従業員をいう[大沢・金(2010)]。2013年6月、韓国政府は「就

業率70％達成のためのロードマップ」を発表した。中間層を70％に拡大することを目的と

し、就業率は2013年5月の60.4％から2017年には70％に引き上げることを目標としている。

具体的には、長時間労働の削減・仕事と家庭生活の両立・パートタイム雇用を含む多様な

就業形態の促進により、2017年までの5年間で238万人（年平均47万6000人）を雇用創出し、

このうち38.7％に当たる93万人はパートタイム雇用が占める計画という[韓国雇用労働部

ＨＰ]。 
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図 3-4-8 非正規従業員を対象とする各種制度の有無と適用状況（中国・韓国）(単位：％) 
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3.5 韓国における積極的雇用改善措置制度が女性雇用に及ぼす影響 

本稿は原則として“従業員” という言葉を用いているが、特に本節では“雇用労働者” 

と呼ぶ。理由は、本節のテーマの「積極的雇用改善措置制度」では「“常時”雇用労働者」

を対象としているからである。 

 

韓国は、日中韓 3カ国のなかで も少子化が進んでいる。2012 年の合計特殊出生率は 1.30

で、日本（1.41）より小さく、2008 年までしか数値は得られないが中国全体よりも小さい

と考えられる（図 2-3-2）。そのため 2030 年頃におよそ 5千万人をピークに人口が減少する

ことが予測されている。また、1997 年 7 月にタイで始まったアジア通貨危機により翌年に

はマイナス成長となり、2008 年夏の世界的経済・金融危機（「リーマン・ショック」）に伴

い経済成長率は急落した（図 2-2-2）。つまり韓国経済は、経済規模や輸出構造などの要因

により、外的ショックを受けやすいといえる。一方、女性の就業状況は 3カ国で も低く

（図 3-4-2）、ＧＧＧＩの経済分野の世界順位は 135 カ国中 116 位でＯＥＣＤ諸国では 下

位である（表 2-1-1）。 

1987 年 12 月に「男女雇用平等法」が施行され、2001 年の改正により男女全ての労働者

を対象に育児休業制度が付与された。さらに 2006 年 3 月、同法において「積極的雇用改善

措置」（以下、ＡＡ制度（アファーマティブ・アクション：Affirmative Action）と略して

用いる。）が施行される。主たる目的は、韓国で進む少子・高齢化に伴う国際競争力の低下

を阻止するため、経済面では充分に活用されていない女性を活用していくことである。翌

年 12 月に「男女雇用平等法」は「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」（Act 

on Equal Employment and Support for Work-Family Reconciliation）と改名され、男女

の就業などの男女格差を是正する規定を施行している。制度成立の背景には、市民団体を

支持母体とする盧泰愚大統領の選挙公約であり強い行動力があったという。但し、経済界

や関係省庁は猛反対であったといわれる。 

韓国のＡＡ制度は、同じ業種の他社と比べ女性の常時雇用労働者数が顕著に少ないか、

同様に女性管理者比率が低い企業に対し「間接差別」の兆候があるとみなし、全ての人事

管理段階を点検し改善策を実行して、一定基準の達成を要請するものである45。目標となる

達成基準率は、同業種の平均女性比率の 60％である。2006 年の導入時は常時雇用労働者 

1,000 人以上の事業所および政府関連機関に義務づけられ、対象となる事業所は韓国全体

で 546 社、2007 年には 613 社であった。2008 年 3 月には適用対象が 同 500 人以上に拡大

され、対象事業所数は 1,425 社となり、2009 年 1,607 社、2010 年 1,576 社、2011 年 1,547

社で推移している（本稿、図 3-5-2）。対象企業の事業所、政府投資機関、および政府機関

が具体的に採る方法は、第 1段階として 3月末までに職種・職位・男女別の雇用労働者の

                                                  
45 ＡＡ制度の詳細は、主として韓国雇用労働部(2012)第Ⅱ部.男女雇用平等政策、第 2章.積極的雇用改善

措置による。当該制度における管理者とは、職位とは必ずしも一致するものではなく、実態として指揮・

命令、人事考課、決済の権利を有する者をいう。 
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「現状報告書」を政府に提出し、第 2段階は基準未達成の場合に「積極的雇用改善措置施

行計画書」を翌年 3月までに提出し、第 3段階では当該計画書提出の 1年後から 3月末ま

でに「履行実績報告書」を提出する。第 4段階として政府は、当該報告書を評価して「優

秀企業」を表彰し、未達成企業には指導する。未達成企業に罰則はない。但し、第 1段階

から第 3段階までの各文書を提出しない企業は、300 万ウォン以下の過怠金が課され、行政

処分であるので企業名が公表される46。 

一方、日本においては、韓国のＡＡ制度に先立ち、2003 年に常時雇用労働者 301 人以上

の一般事業主、特定事業主、および市町村・都道府県の自治体を対象として「次世代育成

支援対策推進法」が施行されている。基本理念は、「次世代育成支援対策は、保護者が子

育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場におい

て、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよう

に配慮して行われなければならないこととする。」とある（厚生労働省ＨＰ）。当初、「行

動計画」の届出義務は、常時雇用労働者 301 人以上の事業主および自治体であったが、2011

年 4 月には同 101 人以上に拡大された。2015 年 3 月までの時限立法であるが、10 年間の延

長が国会に提出される予定である。2013 年 6 月現在、常時雇用労働者 101 人以上の一般事

業主行動計画策定届提出企業数は 67,177 社で、うち厚生労働省による認定企業数は 1,588

社である。 

 

 図 3-5-1 は、韓国の雇用労働部が発表した 2006 年から 2011 年までの、対象企業におけ

る女性常時雇用労働者比率・女性管理者比率・女性役員比率の規模別にみる平均値の推移

である。既述のように 2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に

拡大された。1000 人以上規模企業において、女性雇用労働者比率は 2006 年の 30.8％から 5

年間で 5.6 ポイント増えて 36.4％になっている。同様に女性管理者比率は、10.2％から

17.0％になり、6.8 ポイント増加している。役員は当該制度の対象外であるが、3.3％から

2倍以上増えて 6.8％になっている。500-999 人規模企業についてみても微増している。す

なわち時系列でみて、当該 3つの数値は逓増傾向にあるといえる。したがってＡＡ制度は、

常時雇用労働者、管理者、さらには対象外ではあるが役員における女性比率の拡大という

点で、一定の効果を有していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
46 ＡＡ制度の概要は、韓国政府文書による。そのうえで実状を、高安雄一氏（大東文化大学）にご教示い

ただいた。 
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図 3-5-1 韓国「積極的雇用改善措置」対象企業の女性雇用労働者比率・女性管理者比率・

女性役員比率の推移（韓国政府統計、企業規模別、2006 年～2011 年）（単位：％） 

 

データ出所：韓国雇用労働部(2012)表Ⅱ-2-5,表Ⅱ-2-6 の数値を、筆者が図示した。 

注１． 図中の数値は、規模別にみるＡＡ制度対象企業の平均値とある。 
注２． 雇用労働者は、常時雇用労働者のことである。 
注３． 2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に拡大された。したがって、当該規模の 2007

年までの数値は無い。 

 

 次に、ＡＡ制度の対象企業のうち、どれくらいが基準を達成しているのであろうか。図

3-5-2 は、全対象企業の(1)女性常時雇用労働者・(2)女性管理者の基準達成企業および未達

企業の 2006 年から 2011 年までの推移を企業規模別に図示したものである。2011 年で全対

象企業の半数弱が両基準を達成している。未達成企業をみると、管理者比率のみ未達成企

業のほうが、雇用労働者比率のみ未達成企業より多い。管理者の女性比率の達成のために

は、候補者の女性がいれば問題ないが、そうでなければ人的資本の質などが同程度の女性

を男性に優先して昇進させるか、就業年数が短い雇用労働者を抜擢するか、あるいは社外

から採用するという方法を採用することになる。本稿 3.3 で既述のように、韓国では係長

クラスでは勤続年数も必要とされる要因であり、課長クラスは部下の管理・育成能力を第 3

次産業の大企業の 40％強が も必要な能力としており、これらの要件は時間を要するもの

である。したがって、ＡＡ制度の基準を達成するためには、新たな管理者像が必要となる

ケースが考えられる。 

 また 1000 人以上規模企業の両基準達成率のほうが、500-999 人規模よりも 5ポイントか

ら 10 ポイント高い。つまり規模がより小さい企業のほうが、基準達成は困難な傾向が認め

られる。但し、企業規模を拡大した場合の当該制度が企業の女性比率に及ぼす影響につい

ての詳細な分析は、他稿に譲る。また、当該図では分けておらず含まれているが、2011 年

時点で全対象企業 1,547 社中に含まれる 245 の公共機関（中央政府および地方政府と関連
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機関）は、民間機関よりはすべての数値が低い[韓国雇用労働部 (2012,表Ⅱ-2-5)]47。した

がって、公共部門の低い数値が、全体の数値を引き下げることになっている。公共部門が

率先して結果を出すことにより、民間部門に適切な影響を及ぼすということも望まれる。 

 

図 3-5-2 韓国「積極的雇用改善措置」対象企業の女性雇用・女性管理者の基準達成・ 

未達企業の推移（韓国政府統計、企業規模別、2006 年～2011 年）（単位：社、％） 

 

データ出所：韓国雇用労働部(2012) 表Ⅱ-2-1,表Ⅱ-2-4 の数値に基づき、筆者が計算して図示した。 

注 1．雇用労働者は、常時雇用労働者のことである。 

注 2．2008 年のＡＡ制度の変更に伴い、対象企業が 500-999 人規模企業に拡大された。したがって、当該規模の 2007 年

までの数値は無い。 

 

 ＡＡ制度はどれくらい認知度があり、個々の韓国企業はどのように捉えているのだろう

か。韓国女性家族部が実施した、ＡＡ制度の認知度および企業の意見に関する調査結果を、

表 3-5-1 にまとめた。回答は、“5：非常にそう思う”、“3：どちらともいえない”、“1:まっ

                                                  
47 例えば、2011 年時点の公共機関では、女性常時雇用比率が 1000 人以上規模で 29.95％、500-999 人規模

では 31.63％、女性管理者比率は同 11.25％、10.28％である。 

右の軸：

(1)(2)両方の

基準達成企業

割合（％） 
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たくそう思わない”の、5 つの回答項目から 1 項目を選択する方法である。したがって、5

に近いほど“非常にそう思う”ということを意味する。表では、3.5 以上を太字にし、4.0

以上は青いマーカー、3.5 から 3.9 にはオレンジのマーカーを付した。“(1)ＡＡ制度の認知

度と自社の行動”のうち、“①ＡＡ制度が何であるか知っている”では、対象企業外の 100-299

人規模企業が 3.2 で認知度が低い。“②ＡＡ制度により女性採用比率を高めるために努力し

ている”のは対象企業の 500 人規模企業以上であり、対象外企業では 2.6 などと低い。③

女性の管理職登用に至っては、傾向が強まり 2.4 などでさらに低くなる。また大半の企業

は、“(2)ＡＡ制度に関する意見”をみると、①女性雇用管理改善への実効性、②女性人材

に関する差別解消、および④女性人材のための企業自発的投資の活性化、への波及は期待

できないとしている。但し、従来から女性従業員が多い卸・小売業でのみ、いくらか期待

しているようである。総ての企業が強く同意しているのは、“③ＡＡ制度と並行して、仕事

と家庭の両立支援に対する企業、政府の積極的努力と参加がより一層重要”という。すな

わち、真の女性活用には、労働需要面の企業だけでなく、労働供給側の家庭、および市場

全体に影響をもつ政府の主導を重視していると韓国企業は考えているということが分かる。 

 

表 3-5-1 韓国「積極的雇用改善措置制度」の認知度と意見（韓国政府統計） 

 

データ出所：韓国女性家族部 女性政策局 女性人材開発課（2010 年調査）. http://kosis.kr 

注 1．回答は、1から 5 の 5つの回答項目から 1項目を選択する方法である。ここで、5：非常にそう思う、3：どちらと

もいえない、1:まったくそう思わない、を意味する。 

注 2.太字は 3.5 以上に、青いマーカーは 4.0 以上、オレンジのマーカーは 3.5 から 3.9 の数値に付した。 

①AA制度
が何である
か知ってい

る

②自社はAA制度
により女性採用
比率を高めるた
めに努力してい

る

③自社はAA制度
によって女性人
材の昇進比率を
高めるために努

力している

①AA制度は女性
雇用管理改善に

実効性がある

②AA制度により
女性人材に関す
る差別が解消さ

れるだろう

③AA制度と並行して、
仕事と家庭の両立支援
に対する企業、政府の
積極的努力と参加がよ

り一層重要だ

④AA制度導入に伴い、
女性人材のHRD/ HRM
に関する企業の自発的
投資が活性化するだろ

う

全体 269 100 4.1 3.5 3.4 2.9 2.9 4.0 3.1

製造業 121 45 4.2 3.4 3.4 2.7 2.8 4.0 3.0

卸・小売業 23 9 4.2 4.0 3.9 3.8 3.4 4.2 3.6
金融業 43 16 3.9 3.5 3.3 2.8 3.0 4.0 3.0

事業サービス業 82 30 3.9 3.8 3.5 3.2 3.2 3.7 3.3

100-299名 145 54 3.2 2.6 2.4 1.7 3.0 3.7 2.2

300-999名 77 29 4.2 3.4 3.3 2.9 2.8 4.1 3.1

1000名以上 47 17 4.1 3.8 3.7 3.0 3.0 3.9 3.2

10％未満 49 18 4.3 3.3 3.2 2.8 3.0 4.0 3.0

10～19％ 73 27 4.1 3.6 3.5 2.8 2.8 3.9 3.2

20～29％ 47 17 4.1 3.4 3.3 2.9 2.7 4.0 3.0

30～39％ 43 16 3.9 3.8 3.4 3.0 2.9 3.9 2.7

40％以上 57 21 3.9 3.9 3.8 3.1 3.1 4.0 3.2

割合
(％)

業種

規模

正社員
の女性
比率

（１）ＡＡ制度の認知度と自社の行動 （２）ＡＡ制度にかんする意見

度数
(社)
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 韓国政府統計を発展させた設問を、本稿の韓国企業調査でも実施した。図 3-5-3 および

図 3-5-4 は制度対象企業の 500 人以上規模企業におけるＡＡ制度の影響、図 3-5-5 は制度

対象外企業である 500 人未満規模企業におけるＡＡ制度の認知度、さらに本調査では独自

に図 3-5-6 および図 3-5-7 で制度対象外企業が対象拡大された場合の影響についてまとめ

る48。 

 図 3-5-3 で、制度対象企業におけるＡＡ制度の女性雇用労働者比率基準の影響をみる。

対象企業の 47.2％が施行前から基準を満たしており、8.3％は施行後ではあるが既に基準を

達成したため、合わせて過半数の 55.5％が「達成企業」に分類される。図 3-5-2 の政府調

査で 500-999 人規模企業の女性雇用労働者比率基準に限定すると、73.1％〔=（408+230）

÷総企業数〕が達成企業であるので、本稿調査の数値はやや低い。同様に図 3-5-4 を用い

て、制度対象企業におけるＡＡ制度の女性管理者比率基準の影響をみる。対象企業の 21.1％

が施行前から基準を満たしており、7.9％は施行後ではあるが既に基準を達成したため、合

わせて 29.0％が「達成企業」に分類される。図 3-5-2 の政府調査で 500-999 人規模企業の

女性管理者比率基準に限定すると、18.4％〔=（408+53）÷総企業数〕が達成企業であるの

で、本稿調査の数値はやや高い。本調査結果から分かるのは、「達成企業」の多くが制度施

行前から既に「達成企業」であったということである。 

 

図 3-5-3 韓国「積極的雇用改善措置」における女性雇用労働者基準の影響（企業規模 500

人以上）（単位：％） 

 

注１． 韓国企業調査のうち、企業規模 500 人以上の 36 ケースが回答。 

注２． 同業女性雇用労働者比率の 60％を基準と設定して質問した。 

                                                  
48 制度対象外企業が対象拡大された場合の行動の設問は、金明中氏(ニッセイ基礎研究所)のアドバイスを

いただいた。 

47.2

8.3

19.4

19.4

5.6

制度の施行以前から、同業女性雇用労働者比率基準を満たしていた

制度の施行以後、同業女性雇用労働者比率基準を満たした

制度の施行以後、同業女性雇用労働者比率基準を満たすように努力しているが、基準未達成である

同業女性雇用労働者比率基準のことは特に意識していないし、基準未達成である

この制度のことを知らない
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図 3-5-4 韓国「積極的雇用改善措置」における女性管理者基準の影響（企業規模 500 人以

上）（単位：％） 

 
注１． 図 3-5-3 の注 1に同じ。 
注２． 同業女性管理者比率の 60％を基準と設定して質問した。 

 

既述のように、ＡＡ制度の対象企業規模が、2006 年の導入時には 1000 人以上規模企業で

あったのが、2008 年には 500 人以上に拡大された。今後更に対象が拡大されることを考慮

して、現在は非対象の 100 人以上 500 人未満規模企業から回答を得た。図 3-5-5 は現時点

の認知度である。ＡＡ制度の内容まで認知していると答えたのは、現在の対象企業に近い

300-499 人規模企業では約半数の 46.9％であるが、100-299 人規模企業では 13.6％で 1 割

強に過ぎない。これは、表 3-5-1 の韓国政府統計の結果と一致する。 

 

図 3-5-5 韓国「積極的雇用改善措置制度」の認知状況（企業規模 500 人未満）（単位：％） 

 

注１． 韓国企業調査のうち、企業規模 100-299 人の 235 ケース、同 300-499 人の 32 ケースが回答。 

 

22.2

5.6

36.1

30.6

5.6

制度の施行以前から、同業女性管理者比率基準を満たしていた

制度の施行以後、同業女性管理者比率基準を満たした

制度の施行以後、同業女性管理者比率基準を満たすように努力しているが、基準未達成である

同業女性管理者比率基準のことは特に意識していないし、基準未達成である

この制度のことを知らない

46.9

13.6

31.3

41.7

21.9

44.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300‐499人規模

100‐299人規模

制度の名前を知っていて、内容も知っている

制度の名前を知っているが、内容は知らない

制度の名前を知らないし、内容も知らない
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次に、本稿 3.1 で企業の財務状況について検討したが、ＡＡ制度に伴う女性活用が企業

の財務に及ぼす影響を分析した先行研究が複数ある[韓国労働研究院(2006); ソン(2012); 

キム・チェ・ソン(2012)]。韓国労働研究院(2006)などは制度導入前にＡＡ制度の効果を検

討している。ソン(2012)は、ＷＰＳ（韓国労働パネルデータ）2005 年から 2009 年を用いて

ＯＬＳや２ＳＬＳ法により、女性常時雇用労働者基準がＲＯＡ（総資産利益率）と負の相

関があることを導出している。但し、他のＲＯＳ（売上高利益率）やＲＯＥ（自己資本利

益率）などとの相関は認められない。また制度導入前の 2005 年と導入後の 2009 年の 2 時

点を、制度対象グループと非対象グループに分けた分析などをおこない、前者のほうが常

時雇用労働者や管理者の女性比率基準をさらに上回る行動をとったことを導出している。

キム・チェ・ソン(2012)は、ＷＰＳを用いてＡＡ制度の 3項目を点数化して変数を加工し、

両者が当期売上げと相関をもつが、営業利益や売上高との関係は確認できないとした。 

したがって、ＡＡ制度の導入による企業収益や女性比率上昇との正の相関は限定的であ

るが導出されている。一方で、図 3-5-1 で示したようにＡＡ制度の創設以降、企業におけ

る女性比率は上昇している。韓国企業における収益性と女性比率については、他稿に譲っ

て分析を進めたい。 

 

ＡＡ制度が拡大導入された場合の基準を、常時雇用労働者の女性比率 20％、管理者の女

性比率 10％と仮定して、ＡＡ制度の対象拡大の影響を調査した49。図 3-5-6 で女性雇用労働

者基準をみると、既に 20％であれば満たしている企業が 300-499 人規模企業では 56.3％と

過半数であるが、100-299 人規模企業は 44.3％で低くなる。図 3-5-7 で女性管理者基準を

みると、既に 10％であれば満たしている企業が 300-499 人規模企業では 53.1％と過半数で

あるが、100-299 人規模企業は 37.0％と低い。図 3-5-2 に基づいて計算した既述の数値が、

現行制度の達成率が 500-999 人規模企業では各 29.0％、18.4％である。今後、対象企業を

100 人規模企業まで拡大した場合に、制度がもたらす影響は、他稿で検証していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
49 1000人以上規模の「達成企業」および「未達企業」において、常時雇用労働者の女性比率の平均が36.4％、

管理者では同 17.0％（図 3-5-1）であることを考えると、当該数値の 6 割は各 21.8％、10.2％である。し

たがって、本稿の調査において雇用労働者 20％基準、管理者 10％基準とした。但し実際の基準は、企業規

模および産業によって異なる。 
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図 3-5-6 韓国「積極的雇用改善措置制度」の対象企業が規模 100 人以上に拡大された場合

の影響（女性雇用労働者比率を約 20％と仮定）（単位：％） 

 

注１． 図 3-5-5 の注 1に同じ。 

 

図 3-5-7 韓国「積極的雇用改善措置制度」の対象企業が規模 100 人以上に拡大された場合

の影響（女性管理者比率を約 10％と仮定）（単位：％） 

 

注１．図 3-5-5 の注 1に同じ。 

 

56.3

44.3

3.1

9.4

12.5

6.8

12.5

10.2

15.6

20.0

0.0

9.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

300‐499人規模

100‐299人規模

現在、約20％の女性雇用率を満たしている

適用企業になった場合、2年以内に約20％の女性雇用率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合、3年後から5年以内に約20％の女性雇用率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合、5年後から10年以内に約20％の女性雇用率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合でも、10年以内に約20％の女性雇用率を満たすことは困難である

適用企業になった場合でも、女性雇用率を増やすつもりはない

53.1

37.0

6.3

12.8

9.4

8.5

6.3

11.1

21.9

16.6

3.1

14.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

300‐499人規模

100‐299人規模

現在、約10％の女性管理職比率を満たしている

適用企業になった場合、2年以内に約10％の女性管理職比率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合、3年後から5年以内に約10％の女性管理職比率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合、5年後から10年以内に約10％の女性管理職比率を満たすように女性活用を進める

適用企業になった場合でも、10年以内に約10％の女性管理職比率を満たすことは困難である

適用企業になった場合でも、女性管理職比率を増やすつもりはない
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後に、図 3-5-8 は、政治分野の女性元首誕生という事実が、経済分野に及ぼす影響に

ついての結果である。100 人以上規模企業のうち約半数が、女性大統領誕生は経済界や女性

管理職比率をいくらか押し上げると回答している。 

2013 年、韓国初の女性元首のパク・クネ大統領が誕生した。韓国では、今から 13 年前の

2000 年に施行された改正「政党法」により政党の比例代表候補者の 30％を女性に割り当て

るクオータ制が導入された。2010 年の改正「公職選挙法」では地方議員選挙において、原

則として候補者の 30％を女性に割り当てる強制条項や罰則規定が盛り込まれた。背景には、

1990 年代に 盛期を迎えた市民運動に伴い、女性運動が国家敵対から積極的参画に方向転

換し、女性議員逓増を図ったことがあるという[申(2013); 明(1999,第 8 章)など]。つまり、

政治分野のクオータ制、女性元首の誕生、スピード感のある韓国行政のなかで、トップダ

ウンで突然発生した訳ではないことが分かる。 

また、特に記載していないものの、回答者の意見を問うすべての設問については回答者

の性別にもみてきたが、回答者の性別による結果の大きな変化は認められなかった。但し

本設問は、回答者の性別によるいくらか異なる傾向が認められるため、別の図とする。図

3-5-8 は企業規模別の回答結果であり、図 3-5-9 は回答者の性別の結果である。 

図 3-5-8 をみると、500 人以上規模企業では、経済界や企業経営者への影響があるという

回答が過半数である。100-499 人規模企業においても、およそ半数が経済界や企業経営者、

および管理職増加という影響があるとしている。また図 3-5-9 で回答者の性別にみる結果

によると、“分からない”を除けば、男性は女性に比べて、経営者と管理職の両方共に影響

があるか、両方共影響がないか、という両極端な意見が多い傾向が認められる。一方、女

性は“影響がない”が 30.2％で も多いが、他は均等に回答されている。なお、回答者の

属性は本稿 1.4 にある。 
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図 3-5-8 韓国における女性元首誕生の影響（単位：％） 

 
注１． 韓国企業調査のうち、企業規模 100-299 人の 235 ケース、同 300-499 人の 32 ケース、同 500 人以

上の 36 ケースが回答。 

 

図 3-5-9 回答者の性別にみる“女性元首誕生の影響”に関する意見（単位：％） 

 

 

22.2

20.6

24.7

36.1

8.8

14.5

0.0

17.6

13.6

38.9

35.3

32.8

2.8

17.6

14.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

500人以上規模

300‐499人規模

100‐299人規模

女性が大統領になったので、①韓国の経済界や企業経営者、②企業管理職の両方で、女性がいくらか増える

女性が大統領になったので、①韓国の経済界や企業経営者では、女性がいくらか増える

女性が大統領になったので、②韓国企業の管理職では、女性がいくらか増える

女性が大統領になったことは、①韓国の経済界や企業経営者、②企業管理職の両方で、女性の人数には影響は無い

分からない

26.0 

18.6 

15.1 

19.8 

10.5 

17.4 

35.2 

30.2 

13.2 

14.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性回答者
(n=219)

女性回答者
(n=86)

女性が大統領になったので、①韓国の経済界や企業経営者、②企業管理職の両方で、女性がいくらか増える

女性が大統領になったので、①韓国の経済界や企業経営者では、女性がいくらか増える

女性が大統領になったので、②韓国企業の管理職では、女性がいくらか増える

女性が大統領になったことは、①韓国の経済界や企業経営者、②企業管理職の両方で、女性の人数には影響は無い

分からない
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４．まとめ 

冒頭で挙げた本稿の目的に従い、3カ国のマクロデータに基づきジェンダー・ダイバーシ

ティ経営を取り巻く環境を確認し、本稿 2.4 でジェンダー・ダイバーシティ経営に関する 5

つの課題を導出した。中国・韓国企業調査結果データを用いて、これらの課題、すなわち

3.1 は企業における収益と女性活用およびＣＳＲの日中韓比較、3.2 で企業による女性雇用

“量”の日中韓比較、3.3 では昇進という女性雇用の“質”の日中韓比較、3.4 はワークラ

イフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較、および 3.5 では韓国における積極的雇

用改善措置制度が女性雇用に及ぼす影響、について実状を分析した。 

本章では、各課題についての結果の要約をあげて、まとめとする。なお、結果を読み解

く際の留意点をあげる。ここで、中国の調査対象都市は北京市・上海市・広州市の三大都

市であり、100 人以上規模企業が対象であるので、中国の実状といっても先駆的な実状であ

る。とはいえ、同様の傾向が都市部全体に拡大すると捉えることができる。また日本デー

タは、中国および韓国とは調査対象要件が異なるが（本稿 1.5）、比較可能なデータのみを

取り上げて比較している。 

 

 3.1 企業における収益と女性活用、およびＣＳＲの日中韓比較についてまとめる。まず、

中国・韓国・日本 3 カ国の調査対象企業の財務状況のうち利益を取り上げると、第 2 次産

業のほうが優っているのは、日本の大企業、および韓国の両企業規模である。一方、第 3

次産業のほうが高いのは、日本の中企業、および中国の両企業規模ということが分かる。 

次に、収益性の指標の一つであるＲＯＳの分布をみると、中国は負の値も一部あるが、

正の範囲が日韓に比べて幅広いことから、安定成長期になったとはいえ経済成長が続いて

いるといえる。韓国および日本はＯＥＣＤ諸国の国として、同程度の範囲で分布している。 

また企業収益と女性比率について実証分析をおこなった結果をみると、日本企業では管

理職の女性比率が高い企業や、女性役員がいる企業は収益が高いことが分かった。また中

国企業は、正社員の女性比率が高い企業は収益が高く、経営層の女性比率が高い企業ほど

収益は低い。韓国企業では、経営層の女性比率が高い企業ほど収益も高い。 

後に、企業がダイバーシティやワークライフバランスを取り込む場合、利益のみなら

ず、ＣＳＲ（企業の社会的責任）として環境や多様なステイクホルダーに配慮した経営が

求められる。中国においても、大気汚染を含む公害問題は深刻化するなど、問題意識は高

まっていると考えられる。一方、韓国における当該設問分野の回答結果は中国に比べても

低く、ＣＳＲ意識が余り高いとはいえない。 

 

3.2 企業による女性雇用“量”の日中韓比較についてまとめる。女性の就業者数を職位な

どのレベル別にみると、日中韓共に男性に比べて低く、上位の管理職の女性比率は低い。

但し、雇用労働者・管理職・経営層における女性比率は、中国が も高く、韓国も日本よ

りは高い。この点は、ＧＧＧＩの“経済分野”のうち“管理的職業の男女比”のスコアが
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中国は 0.20 で、さらに韓国（0.11）のほうが僅かとはいえ、日本（0.10）よりも優ってい

ることと整合的である（表 2-1-1）。 

人的資本の観点から高等教育への進学率を比較する。日本における四年制大学への進学

率は女性 44.9％、男性 49.6％であるが、短大・専門学校を含めると同 76.0％、64.5％で女

性のほうが高い。韓国の四年制大学への進学率は女性 54.5％、男性 54.2％であり、短大を

含めると同 80.5％、77.6％で女性のほうが高く、いずれも日本よりも進学率は高い。一方、

中国は、高校進学率（男女計）が 50.9％と低いが、四年制大学へは 47.3％、短大も含める

と 87.0％でいずれも学生の男女比率は同程度である。 

また女性の雇用量拡大方針に関して、中国は第 2 次産業の全企業・第 3 次産業の大企業

で積極的であるが、韓国では第 3次産業の大企業のみが積極的といえる（図 3-2-2）。但し、

具体的な方策の有無は、中韓共に大企業のほうが積極的である（表 3-2-3）。中国では即効

的な方策の採用企業比率が高く、経営層のコミットメントも 2 割強で採用されている。韓

国は企業文化の醸成という包括的な取り組みが認識されているものの、大企業と中企業で

温度差がある。背景には、中国では既に女性社員比率を一定程度保持しており、経営層の

女性比率も相対的に高いことがある。なお韓国では、500 人以上規模企業を対象にした「積

極的雇用改善措置制度」の影響も考えられる（本稿 3.5）。 

さらに各企業における戦略的課題のうちの「女性活用推進」が 10位以内と回答したのは、

中国では中企業 82.4％、大企業 74.2％と相対的に高く、韓国は中企業で 32.0％と低いが、

大企業では 44.2％とやや高くなる（図 3-2-3）。直接的な比較はできないが、

McKinsey&Company (2012,図 6)によると、日本は 25％である。日本では女性比率が低いう

え、女性活用が上位の課題でもないとすると、経営層の実行力が求められる。 

 

3.3 昇進という女性雇用の“質”の日中韓比較についてまとめる。管理職では男性比率が

高いことは 3 カ国共通である。異なるのは、男性を 100 とした場合の部長・課長クラスの

女性割合が中国は 60％台で、日本と韓国は、部長が一桁、課長が 20％程度ということであ

る（表 3-3-1、表 3-3-2）。役職別に中心的な年齢の下限をみると、中国は部長 40 歳代・課

長 30 歳代・係長 20 歳代、韓国は部長 40 歳代・課長と係長 30 歳代である。中国大企業で

は、従業員数が韓国や日本に比べて一桁多いことも要因の一つであろうが、20 歳代の女性

の活用が特徴である（表 3-3-3）。一方、日本の役職者の中心の年齢層の下限は、部長 40 歳

代・課長と係長 30 歳代後半で「遅い昇進」[脇田(2003)]という実状がある。各管理職別の

勤続年数をみると、中国大企業では男性のほうが女性よりも僅かに長い。韓国の部長と課

長では、男性のほうが長い。「積極的雇用改善措置制度」の導入により、クオータ制ではな

いものの、男性に優先して女性を昇進させたことが要因の一つと考えられる（本稿 3.5）。

一方、日本は、女性のほうが昇進にやや長い年数を要する傾向が認められる。すなわち日

本は中韓両国に比べて、女性の管理職割合が も低く、管理職になる下限の年齢が高く、

勤続年数も長く、女性の昇進期間のほうが男性よりも長いという特徴がある。 
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 部長・課長・係長に求める要件は、男女で大きく異ならないことが分かった（表 3-3-5）。

但し具体的な内容は、日本と中国は同様であるが、韓国は若干異なる傾向がある。具体的

に部長では、日中は自身の“ビジョン・政策立案力”と“戦略的思考”、韓国は指導的な“リ

ーダーシップ”および“部下の管理・育成能力”が重要とされる。課長は、日中が指導的

な“リーダーシップ”および“部下の管理・育成能力”で、韓国は“問題形成・解決能力”

や、大企業では“部下の管理・育成能力”が高い。係長では、3カ国で即戦力である“業務

の遂行能力・知識”を も重視している企業割合が高い。 

また、正規従業員の定年制は、日本は男女共に原則 60 歳であるが 65 歳まで継続雇用さ

れる。中国では「男女別定年制」であるが、本稿の調査では概ね女性 50 歳、男性 60 歳で

ある。韓国は、2016 年に 60 歳定年制が導入されるが、調査対象企業では男女共に 57 歳程

度である（表 3-3-1）。また、正規従業員の給与に反映されるものについてみる（表 3-3-4）。

中国の両企業規模で 高値の項目は、“個人の業績”であるのに比べ、韓国では同様に“勤

続年数”である。特に中国では、女性の定年年齢が他の 2 カ国に比べて早いことが、継続

就業に貢献している可能性は否めず[石塚(2014a)]、20 歳代の昇進についても影響があるか

もしれない。 

 

3.4 ワークライフバランスと制度・慣行システムの日中韓比較についてまとめる。年齢階

級別労働力率カーブは日本および韓国では「Ｍ字型」であるが、中国都市部は発展途上国

に多い「キリン型」に近い「高原型」である（図 3-4-2、図 3-4-3）。日中韓 3 カ国を平均的

にみて、（ⅲ）家庭レベルの結婚・出産・育児に代表される“ライフ”の役割と、（ⅱ）企

業レベルでキャリアを積んでいく“ワーク”の役割が重なる時期である 20 歳代から 30 歳

代に、ホワイトカラーの正規従業員が採る就業パターンには共通点が認められる。すなわ

ち男性と異なり、女性は家庭責任に伴う辞職というパターンを採る傾向があると企業が認

識していることが分かった。 

また既述のように、係長への昇進の下限年齢は、中国 20 歳代、韓国 30 歳代、日本は 30

歳代後半である（本稿 3.3）。特に中国および韓国企業調査では、女性管理職が少ない要因

の上位はライフに関するもので、“2)出産・育児”および“1)家事・育児・介護”である。

いずれも中国で約 90％、韓国ではおよそ 80％の企業が支持している（図 3-4-5）。一方、同

じ設問を就業者に実施した結果がある。日本および韓国では“1)家事・育児・介護”と“２)

妊娠・出産”という要因が高く、中国および韓国は“3)男性社員は責任ある仕事をするチ

ャンスを与えられる”と“5)人事決定権のあるポストに男性が多い”が全体のおよそ 90％

と高い（本稿 3.4.2）。 

“ライフ”についてみると、男女別の正規従業員の中で、高校生以下の子どもがいる比

率は、中国の男女共に、中企業ではおよそ 20％、大企業は 10％強である。韓国では、同比

率が女性でおよそ 50％で男性（約 40％）に比べて高いが、小中高校の子どもを有する割合

は大企業男性（45.3％）のほうが女性（24.1％）の 2 倍弱で多い（表 3-4-1）。日本調査デ
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ータでは子どもの年齢制約のない“子どもあり”の比率は、男性が約 60％で女性は 30％足

らずで半分である。 

特に育児休業制度については、韓国の男性従業員は 4 割足らずが“制度があるが休暇が

取りづらい”実状があり、女性でも 1 割程度は同様である。すなわち韓国では、育児休業

取得の実状に明確な男女差が認められる（図 3-4-7）。一方、中国では、国が定める育児休

業制度はないが、本稿の調査対象都市のような大都市であれば、年に 10 日間程度の育児休

業が子どもの父母に認められるという条例を設け始めている。 

日本の労働力率は、他の 2 カ国に比べて低いとは言えない。韓国同様に、Ⅿ字型の左右

で特に女性はワークライフバランスの実状が異なるため、左右の山の待遇格差が問題とい

える。また平均でみて 30 歳代後半で係長になる「遅い昇進」慣行[脇田(2003)]があるが、

それ以前の辞職者が多い。 

 

3.5 韓国における「積極的雇用改善措置制度」（ＡＡ制度）が女性雇用に及ぼす影響につ

いてまとめる。 

2006 年、「男女雇用平等法」のＡＡ制度が施行された。ＡＡ制度は、①雇用労働者と②管

理者の女性比率を引き上げるように企業に促し、企業が実状および計画書を作成して提出

し、およそ 1 年後に政府が確認する制度である。韓国政府統計によると、2011 年に全対象

企業の半数弱が両基準を達成している（図 3-5-2）。未達成企業をみると、②管理者の未達

成企業のほうが多い。社外からの採用でなく、内部者を昇進ということであれば、管理者

の女性比率達成には一定の時間がかかるため、新たな管理職像が必要であろう。 

韓国の政府統計によると、対象外規模企業ではＡＡ制度の認知度が低く、対象企業にお

いても女性雇用管理改善・差別解消・女性人材のための企業自発的投資の活性化への波及

は殆ど期待できないとしている。また先行研究の統計的分析の結果によると、ＡＡ制度と

企業収益の相関は部分的といえる。全企業が強く同意しているのは、“ＡＡ制度と並行して、

仕事と家庭の両立支援に対する企業、政府の積極的努力と参加がより一層重要”という（表

3-5-1）。すなわち、真の女性活用には、労働需要面の企業だけでなく、労働供給側の家庭、

および市場全体に影響をもつ政府の主導を重視していると韓国企業は考えているというこ

とが分かる。さらに本稿の調査結果データによると、「達成企業」の多くが制度施行前から

既に「達成企業」であったということである（図 3-5-3、図 3-5-4）。対象企業を 100 人規

模企業まで拡大した場合の回答も得たので、詳細な分析は他稿に譲る。 

一方、日本においては、先立つ 2003 年に常時雇用労働者 301 人以上の一般事業主、特定

事業主、および市町村・都道府県の自治体を対象として「次世代育成支援対策推進法」が

施行されている。当初「行動計画」の届出義務は、常時雇用労働者 301 人以上の事業主お

よび自治体であったが、2011 年 4 月には同 101 人以上に拡大された。また、2015 年 3 月ま

での時限立法であるが、10 年間の延長が国会に提出される予定である。 

 



76 
 

 

総体的に、結果をまとめる。日本は、女性の労働力率は低くはない。然しながら、年齢

階級別労働力率カーブのＭ字型曲線のうち、右の山の待遇格差が問題といえる。また日本

的雇用システムの「遅い昇進」により、係長昇進が 30 歳代後半だが、女性はそれ以前の辞

職者が多い。 

中国都市部では、正規従業員・管理職・経営層すべての女性比率が、日本および韓国に

比べて高い。女性保護的な制度は殆ど無いが、就業時間が長すぎないことは、米国に似て

いる。労働市場の流動性は高いため転職などはあるが、キャリアを継続して就業していく

者が多い。但し本稿 1.1 および 3.4.1 で主に既述のように、特に中国において女性雇用を

取り巻く環境は、他の 2カ国と異なることに留意する必要がある。例えば、一人っ子政策

および男女別定年制を採用していることが継続就業に貢献していると考えられること[石塚

(2014a)]、「単位」というコミュニティーや戸籍制度の影響により職住接近のケースが一般に多

いこと50、1978 年まで計画経済に基づく男女雇用平等政策を採用していたこと、および社会

主義市場経済を唱えていることなどである51。例えば、本調査の結果データをみても、「男

女別定年制」により、50 歳代の就業者が本調査では皆無であった。 

韓国は、先進諸国における男女の就業格差という点で、日本と 下位争いをしている。

ＧＧＧＩの順位をみても辛うじて日本が 下位から 2番目の位置を保っているのが実情と

いえる。女性の労働力率が日本より低く、Ｍ字型で就業中断傾向がある。女性管理職の就

任年齢は日本より若いが、求められる能力は、日本や中国と異なる傾向がある。既述のＡ

Ａ制度の効果は未定だが、就業者・役職者・経営層の女性比率は制度創設以来、逓増して

いる。 

 

政策的インプリケーションとして、日本における職場の女性活用を進めるために、中韓

から学べそうなことをまとめる。中国からは、一般に長時間就業ではないという前提があ

るうえで、女性就業者保護制度は殆ど無いため、女性保護を重視する施策よりも、むしろ

「人財」育成を通じて責任があり挑戦し甲斐のある「おもしろい仕事」を女性に任せるこ

とのヒントを学べそうである。韓国からは、ＡＡ制度のような政府主導で企業負担が重す

ぎない実効的な政策導入のヒントを学ぶことができるのではないだろうか。既述のように、

日本政府は職場における女性活用のロードマップとして「202030」（社会のあらゆる分野に

おいて、2020 年までに、指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも 30％程度になるよ

う期待する、とした政策目標）を掲げている。 

 

今後は、本稿で用いた中国・韓国企業調査の結果データを用いて、“ジェンダー・ダイバ

                                                  
50 一方、日本の首都圏における 30 歳以上の有配偶女性就業者で正社員比率が下がるのは、通勤時間の短

さを重視するということが先行研究により明らかになっている。 
51 社会主義市場経済とは、1992 年に鄧小平が提唱し、翌年、中華人民共和国憲法において経済政策の基本

方針として位置づけられたものである。 
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ーシティ経営に関する 5つの課題”を、1本ずつ掘り下げ、統計的に分析・研究をおこなっ

ていくことを課題とする。 
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